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第１章 計画の見直しにあたって 

１ 計画見直しの趣旨 

 

 

本市では、教育基本法第 17条第２項の規定に基づき、平成 18年３月に「鳴門市教育振興計

画基本構想」を、平成 19 年１月には「鳴門市教育振興計画基本計画」を策定し、「郷土を愛し

思いやりに満ちた次代を担うひとづくり」を基本目標に、各種教育施策を進めてきました。 

また、平成 28 年３月に「第二期鳴門市教育振興計画」を策定し、平成 28 年度から 10 年間

における教育の基本理念を「ともに学び 育ち合う 共育のまち鳴門」とし、また、めざす人

物像とめざすまちの姿として「豊かな人間性を備え、郷土を愛し、社会に貢献する人」と「生

きがいあふれるまち なると・たくましく生きる力を育むまち なると」を掲げ、家庭や学校、

地域が、地域の将来を担う貴重な人材を一緒に育てるという「共育」の理念のもと、各種教育

施策を推進してきました。 

 

国においては、平成 30 年６月に第３期教育振興基本計画を閣議決定し、人生 100 年時代や

超スマート社会（Society5.0）の到来、また、持続可能な開発目標（SDGs）をはじめとして社

会の持続的な成長・発展といった 2030 年以降の社会像を展望した上で、第２期教育振興基本

計画において掲げた「自立」・「協働」・「創造」の３つの方向性を実現するための生涯学習社会

の構築を目指すという理念を引き続き継承するとともに、激動の時代を豊かに生き、未来を開

拓する多様な人材を育成するために、生涯にわたる一人ひとりの「可能性」と「チャンス」の

最大化を、今後の教育施策の中心に捉えることとしました。 

  

現行の計画を策定してから５年以上が経過し、昨今の社会状況をみますと、少子高齢化やグ

ローバル化、急速な技術革新と相まって、地球規模の課題への取組であるＳＤＧｓの推進、命

にかかわる大規模自然災害や変異を続ける新型コロナウイルス感染症への対応など、人々の生

活に影響を及ぼす多くの課題が山積しています。 

また、子どもたちの教育を取り巻く環境も大きく変わり、学校教育においては、新しい学習

指導要領の実施やコロナ禍におけるＧＩＧＡスクール構想の前倒し実施、令和の日本型学校教

育の構築など状況の変化に応じた新しい教育への対応が求められています。 

ＶＵＣＡ（Ｖ＝変動性 Ｕ＝不確実性 Ｃ＝複雑性 Ａ＝曖昧性）という言葉で表現される予測

不可能な時代を生きていくこれからの子どもたちは、社会に出ても学びに向かうこと・学び続

けることが求められます。ウェルビーイングの実現も踏まえ、自分の人生を創る、社会を創る

当事者意識をもち、自ら学び、多様な他者と協働し、ともに未来を創ることができる人づくり

が大切です。 

 

社会の急激な変化や諸問題に対応し、すべての人が夢と志をもち、未来を切り拓いていける

生涯学習社会や、誰もがいきいきとした人生を享受できる共生社会の実現のため、教育が果た

す役割は大変重要です。 

こうした状況を踏まえて、現在の本市教育における課題を検証し、これまでの施策・事業の

進捗を振り返りつつ、本市の最上位計画である「第七次鳴門市総合計画」の見直しとの整合性

を図りながら、計画の見直しを行います。 
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２ 計画の位置づけ 

 

本計画は、「教育基本法」第 17条第２項に基づき本市が定める、教育の振興のための施策に

関する基本的な計画です。また、本計画は「第七次鳴門市総合計画」に対応する教育分野の個

別計画としての性格を有しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の構成 
 

 本計画は、「基本構想」と「基本計画」で構成します。 

 

  ■基本構想 

「基本構想」は、教育の基本理念、基本目標と、目標を達成するために必要な施策を示した

ものです。 

 

  ■基本計画 

   「基本計画」は、基本構想で定めた基本目標や施策の基本方向に基づき、その実現に向けて

基本方針と個別施策を体系化したものです。 

なお、基本計画に基づき、個別施策の計画的・効率的な事業の進捗を図るため、必要に応じ

て実施計画を策定するものとします。 

 

 

 

 

 

 
第二期 

鳴門市教育振興計画 
（令和４年度改定版） 

第七次鳴門市総合計画 
その他関連計画 

徳島県教育振興計画 第３期 県 

 

市 

整合 

第３期教育振興基本計画 国 

 

参考 

参酌 
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４ 計画の期間 

 

本計画の「基本構想」は、平成 28年(2016年)度を初年度とし、令和７年(2025 年)度を目標

年度とする 10年間の計画としております。 

「基本計画」は、基本構想と同様に 10年間の計画としますが、計画策定から５年以上が経過

し、社会情勢や教育環境の変化等を考慮し、これまでの取組を検証するとともに、以降の実施

に向けて見直しを図るものとなります。 

また、本市の最上位計画である、次期「第七次鳴門市総合計画（前期）」の計画期間が４年間

であり、計画期間を合わせるため、本計画期間を１年間延長し、令和８年度までとします。 

 

（年度） 

 

 

 

 

  

 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 
(R1) 

R2 

(H32) 

R3 

(H33) 

R4 

(H34) 

R5 

(H35) 

R6 

(H36) 

R7 

(H37) 

R8 

(H38) 
       

国 
 

第二期教育振興基本計画 第三期教育振興基本計画 次期計画 

      

県 
 徳島県教育振興計画 第二期 

「阿波っ子みらい教育プラン」 
徳島県教育振興計画 第三期 次期計画 

      

市 

第六次鳴門市総合計画 

前期 

第六次鳴門市総合計画 

後期 

第七次鳴門市総合計画 

前期 
     

 

鳴門市教育振興計画

基本計画 

(平成 18～27年） 

  第二期鳴門市教育振興計画  

【基本構想】※10年  

【基本計画】※おおむね５年で見直し  
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【学校教育法の改正】 

改正教育基本法の新しい教育理念を踏まえ、新たに義務教育の目標を定めるとと

もに、幼稚園から大学までの各学校種の目的・目標の見直し。 

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正】 

教育における国、教育委員会、学校の責任を明確にし、保護者が安心して子ども

を学校に預けうる体制を構築。 

【教育職員免許法及び教育公務員特例法の改正】 

教員免許更新制を導入し、あわせて指導が不適切な教員の人事管理を厳格化し、

教員に対する信頼を確立する仕組みの構築。 

【地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正】 

教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任

の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方

に対する国の関与の見直し。 

 

５ 国、県の動向 

 

（１）国の動向 
 

① 教育基本法の改正 

昭和 22年制定の「教育基本法」を約 60年の時を経て初めて全面改正し、教育の目的や

理念、教育の実施に関する基本を定めた新たな「教育基本法」が平成 18年 12 月に施行さ

れました。この法律では、生涯学習の理念や家庭教育、学校、家庭、地域との連携協力、

国及び地方公共団体の責務等を盛り込むとともに、「地方公共団体は、国の計画を参酌し、

その地域の実情に応じ、教育振興基本計画を定めるよう努めること」と規定しました。 

 

② 教育関係法の改正 

「教育基本法」の改正を受け、平成 19年６月には「学校教育法」、「地方教育行政の組織

及び運営に関する法律」、「教育職員免許法」及び「教育公務員特例法」の教育関係法を改

正しました。また、平成 26年６月には、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一

部を改正する法律」を公布し、平成 27年４月から施行しています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     【『学校教育法等の一部を改正する法律』の施行（平成28年４月）】 

・小中一貫教育を行う新たな学校の種類「義務教育学校」の制度化 

 

【『義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るための関係法等の 

一部を改正する法律』の施行（平成 29年４月）】 

・『地方教育行政の組織及び運営に関する法律』の一部改正 

・学校運営協議会（コミュニティスクール）設置の努力義務化 

・『社会教育法』の一部改正 

・「地域学校協働活動」に関する連携協力体制の整備 
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【『学校教育法の一部を改正する法律』の施行（平成 31年４月）】 

・小・中・高等学校等の教育課程の一部において、紙の教科書に代えて「デジタル 

教科書」を使用できることとされました。 

・視覚障害等により紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒に対し、 

教育課程の全部において、紙の教科書に代えて「デジタル教科書」を使用できる 

こととされました。 

 

【『教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律』の施行 

（令和４年７月）】 

・教員免許更新制が廃止され、代わって新たな教師の学びの姿として、研修制度の具 

体的な運用についてのガイドラインが策定されることになりました。 

 

③ 学習指導要領の改訂 

新しい学習指導要領は、令和２年度から小学校において、令和３年度からは中学校に 

おいて、高等学校においては令和４年度から全面実施されています。 

改訂の基本的な考え方として、教育基本法、学校教育法などを踏まえ、2030年以降を 

生きていく子どもたちに求められている資質・能力とは何かを学校と社会が共有し、連 

携･協働によりその育成を図る「社会に開かれた教育課程」が重視されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【改訂のポイント】 

○前文には、「これからの学校には、一人ひとりの児童生徒が、 

自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在とし

て尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生

を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすることが求め

られる、」との記述            

○児童生徒一人ひとりに「生きる力」を確実に育む「主体的・対話的で深い学び」

の実現に向けた授業改善の推進 

○知・徳・体にわたる「生きる力」を子どもたちに育むために、全ての教科等にお

いて育成を図る資質･能力を３つの柱に再整理 

  ①知識及び技能 ②思考力、判断力、表現力等 ③学びに向かう力、人間性等 

○教育課程に基づく教育活動の質を向上させ、学習の効果の最大化を図るカリキュ

ラム・マネジメントの確立 
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④ 中央教育審議会「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して（答申）」 

令和３年１月に、中央教育審議会において、「『令和の日本型学校教育』の構築を目指し

て～全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～（答

申）」が取りまとめられました。 

答申は、Society5.0 時代の到来など、社会の在り方そのものが劇的に変わる社会状況を

見据え、これからの初等中等教育の在り方について取りまとめられたものであり、2020年

代を通じて実現をめざす学校教育を「令和の日本型学校教育」と名付け、その具体的な姿

が「全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現」と描

かれています。 

答申では、家庭の経済状況や地域差、本人の特性などにかかわらず、すべての子どもた

ちの知･徳･体を一体的に育むため、これまで日本型学校教育が果たしてきた、①学習機会

と学力の保障、②社会の形成者としての全人的な発達・成長の保障、③安全・安心な居場

所・セーフティネットとしての身体的、精神的な健康の保障、という３つの保障を学校教

育の本質的な役割として重視し、これを継承していくことが必要であるとしています。 

「令和の日本型学校教育」の構築のためには、知･徳･体を一体で育むこれまでの日本型

教育の実践と ICTとを最適に組み合わせることで、学校教育の質の向上につなげていくこ

とが重要であり、GIGA スクール構想の実現といった新しい動きも加速・充実させながら、

子どもたちの背景や特性・意欲等の多様性を前提に、誰一人取り残すことなく個別最適な

学び（個に応じた指導）や協働的な学びを実現し、子どもたち一人ひとりの可能性を引き

出す学びの在り方をより一層充実させることが求められています。 

 

⑤ 社会教育関連三法の改正 

「教育基本法」の改正を受け、社会教育行政の体制の整備を図るため、平成 20 年には

「社会教育法」、「図書館法」及び「博物館法」の一部改正を行いました。 

具体的には、教育委員会の事務として、地域住民等の学習成果を生かした学校・社会教

育施設等での活動機会の提供、児童生徒に対する放課後・休日に学校等を利用した学習機

会の提供に関する規定を整備しました。また、社会教育施設の運営状況に関する評価及び

改善、地域住民等に対する情報提供に努めることとしました。さらに、専門職員の資質の

向上と資格要件の見直しを行いました。 

 

⑥ 第 3期スポーツ基本計画の策定（令和４年（2022年）３月） 

スポーツ基本法に基づき、令和４年３月に第３期スポーツ基本計画が策定され、「スポ 

ーツ」は「する」「みる」「ささえる」という様々な形での「自発的」な参画を通して、人々 

が感じる「楽しさ」や「喜び」に根源を持つものとして捉えることとしています。 

新型コロナウイルス感染症の影響と東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催

を通じて、改めてその重要性が確認された「スポーツの価値」が発揮されるよう、第２期
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計画で掲げられた「中長期的なスポーツ政策の基本方針」を踏襲し、国民が「する」「みる」

「ささえる」ことを真に実現できる社会をめざすため、第３期計画においては、「①スポー

ツをつくる／はぐくむ」、「②あつまり、スポーツをともに行い、つながりを感じる」、「③

スポーツに誰もがアクセスできる」という３つの「新たな視点」を基軸として具体的な施

策を位置付けています。 

 

⑦ 国の第 3期教育振興基本計画 

    平成30年６月に「第３期教育振興基本計画」が閣議決定されました。同計画では、第

２期計画の「自立」「協働」「創造」の方向性を継承し、以下の姿をめざすこととされて

います。 

    

 

 

 

 

 

    また、教育を通じて生涯にわたる一人ひとりの「可能性｣と｢チャンス｣ の最大化に向

けた視点と教育政策を推進するための基盤に着目し、以下の５つの方針を掲げていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   現在、国は 2040年以降の社会を見据えて、「第４期教育振興基本計画」（対象期間：令和

５年度～９年度）の策定に向けた検討を進めており、日本型ウェルビーイングの実現や教

育ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進などが次期計画の柱となる見通しで

す。 

【教育のめざすべき姿】 

＜個人＞自立した人間として、主体的に判断し、多様な人々と協働しながら新たな

価値を創造する人材の育成 

＜社会＞一人ひとりが活躍し、豊かで安心して暮らせる社会の実現、社会（地域・ 

国・世界）の持続的な成長・発展 

【今後の教育政策に関する基本的な方針】 

1  夢と志を持ち、可能性に挑戦するために必要となる力を育成する 

2  社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する 

3  生涯学び、活躍できる環境を整える 

4  誰もが社会の担い手となるための学びのセーフティネットを構築する 

5  教育政策推進のための基盤を整備する 

≪教育政策の重点事項≫ 

○ 「超スマート社会（Society 5.0）」の実現に向けた技術革新が進展するなか「人

生100年時代」を豊かに生きていくためには、「人づくり革命」、「生産性革命」の

一環として、若年期の教育、生涯にわたる学習や能力向上が必要 

○ 教育を通じて生涯にわたる一人ひとりの「可能性」と「チャンス」を最大化す 

ることを今後の教育政策の中心に据えて取り組む 
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⑧「こども基本法」の可決成立（令和４年６月） 

  「こども基本法」が、令和４年６月 15日、国会で可決成立しました。令和５年４月１日

に公布されます。子どもの権利については、平成元年（1989年）「子どもの権利条約（児童

の権利に関する条約）」が国連で採択され、日本も平成６年（1994 年）に批准しましたが、

国内では子どもの権利について包括的に定めた法律がなく、国連から法整備するよう勧告

を受けていたものです。 

    基本理念として、・すべての子どもについて、個人として尊重されること、基本的人権が 

保障されること、差別的な取り扱いを受けることがないようにするこ

と。 

            ・すべての子どもについて、自分に関する事柄への意見表明や社会参画

の機会が確保されること。 

            ・すべての子どもについて、意見の尊重、最善の利益が考慮されること。 

   などが定められています。 

    また、国・地方公共団体の責務として、子どもに関する施策を国は総合的に策定し実施す

ること。自治体も国などと連携して子どもの状況に応じた施策を策定し実施すること、が定

められています。子どもの権利を保障する基本法の制定により、子どもを社会の中心に据え、

常に子どもの最善の利益を優先する社会の構築が求められます。「こども家庭庁設置法」も

合わせて可決成立し、こども家庭庁が令和５年４月に新設されます。 

 

⑨ その他、関連する法案、取組等 

◆子ども・子育て支援法  ◆認定こども園法の一部改正法 

◆子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備 

 等に関する法律 
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（２）県の動向 
 

徳島県教育委員会では、「徳島県教育振興計画（第３期）」を平成 30年３月に策定しました。

「徳島ならでは」の教育により、大きな夢や高い目標をもって、困難にぶつかっても挑戦し続

け、未来を切り拓いていく、「人財」の育成をめざして、各種教育施策の推進に総合的かつ計画

的に取り組んでいます。 

また、県の教育、学術、文化及びスポーツの振興に関する総合的な施策について、その目標

や施策の根本となる方針を定めた「徳島教育大綱」を令和元年８月に策定しました。 

 

徳島教育大綱 

●基本方針 
    「未知の世界に果敢に挑戦する、夢と志あふれる『人財』の育成」 

●重点項目 

・ 未知への挑戦！未来を創る教育の推進 

・ 夢と志を実現！確かな学びを育む教育の推進 

・ 一人ひとりが輝く！多様性を育む教育の推進 

・ 誰もがいきいき！生涯を通じ、安心して学ぶ教育の推進 

・ 世界へ飛躍！「徳島ならでは」の文化・スポーツレガシーを創出する教育の推進 

 
徳島県教育振興計画（第３期）の方向性 
■基本方針 

とくしまの未来を切り拓く、夢あふれる「人財」の育成 

 

≪「人財」の具体像≫ 

○ 社会のグローバル化、情報化、少子高齢化など、社会情勢がめまぐるしく変化する 

時代において、様々な課題の解決に向けて、新たな視点や発想に基づく価値を創造 

し、自らの行動により、未来を切り拓いていく人財 

○ 本県の豊かな自然や伝統文化、新鮮で安全・安心な食材、さらには、全国屈指の 

ブロードバンド環境など、「可能性の宝庫・徳島」の魅力を実感し、徳島に誇りを 

持つとともに、多様な価値観を理解する人財 

○ 夢を抱き、その実現に向け、失敗を恐れず、果敢に挑戦する情熱あふれる人財 

○ 地域や人と人とのつながりを大切にし、生涯を通じて学び成長し続けながら社会に 

貢献する人財 

■重点項目 

重点項目Ⅰ 地方創生から日本創成へ！｢徳島ならでは｣の教育の推進 

重点項目Ⅱ 一人ひとりが輝く！徳島の未来を育む教育の推進 

重点項目Ⅲ グローバル社会で活躍！徳島から世界への扉をひらく教育の推進 

 

なお、令和４年度は次期「徳島教育大綱」及び「徳島県教育振興計画（第４期）」の策定年 

となっています。
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第２章 本市の教育の現状 

１ 人口 

 
（１）総人口の推移 

  ■年齢３区分別人口の推移 

総人口の推移をみると、年々減少しており、令和３年には 55,000人となっています。 

  

（人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

■年齢３区分別人口割合の推移 

年齢３区分別人口割合の推移をみると、０～14 歳人口、15～64 歳人口割合は年々低下傾

向にあり、65歳以上人口割合については年々上昇傾向にありますが、今後、高齢者人口は減

少に転じます。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳・外国人含む（各年３月末） 

 

資料：住民基本台帳・外国人含む（各年３月末） 

 

6,193 6,055 5,872 5,674 5,477 

32,658 31,916 31,185 30,587 29,948 

19,269 19,410 19,483 19,540 19,575 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

0-14歳人口 15-64歳人口 65歳以上人口

57,381 56,540

H30 R1   R2    R3     R4

58,120 
55,801 55,000 

10.7

10.6

10.4

10.2

10

56.2

55.6

55.1

54.8

54.4

33.1

33.8

34.5

35

35.6

0 20 40 60 80 100

0-14歳人口 15-64歳人口 65歳以上人口

(%) 

H30 

R１ 

R2 

R3 

R4 

資料：住民基本台帳・外国人含む（各年３月末） 

 



 

ともに学び 育ち合う 共育
きょういく

のまち鳴門 

11 
 

 

第
２
章 

本
市
の
教
育
の
現
状 

 

 

（２）総人口の推計 

  ■年齢３区分別人口の推計 

総人口の推計をみると、平成 30 年以降、年々減少傾向にあり、令和 13 年には 47,378 人

となっています。年齢３区分別にみると、０-14 歳人口、15-64 歳人口は減少傾向に、65 歳

以上人口の割合は上昇傾向にあり、今後も少子高齢化の進行が予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

  ■０歳から５歳（就学前）の人口推計 

０歳から５歳の就学前人口の推計をみると、令和５年の 1,659 人から令和 13 年の 1,232

人まで 427人減少すると予測されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 30年～令和４年実績…住民基本台帳・外国人含む（各年３月末） 

令和５年～令和 13年推計…コーホート変化率法により算出 

資料： 平成 30年～令和４年 住民基本台帳・外国人含む（各年３月末）に 

基づき、コーホート変化率法により算出 

6,193 6,055 5,872 5,674 5,477 5,273 5,063 4,883 4,663 4,483 4,253 4,064 3,873 3,702 

32,658 31,916 31,185 30,587 29,948 29,442 28,873 28,278 27,835 27,297 26,846 26,256 25,632 25,000 

19,269 19,410 19,483 19,540 19,575 19,480 19,436 19,384 19,215 19,083 18,908 18,813 18,754 18,676 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

0-14歳 15-64歳 65歳以上 65歳以上 0-14歳 15-64歳

58,120

H30  R1     R2    R3     R4   R5     R6     R7    R8     R9    R10    R11   R12    R13 

 
57,381  56,540  55,801 55,000 54,195 53,372 52,545 51,713 50,863 50,007 49,133 48,259 47,378 

推計 実績 

（人） 

246 237 227 218 210 204 196 190 183

238 252 242 232 223 215 208 201 194

255 240 253 243 233 225 216 209 202

286 258 242 255 246 235 227 218 211

337
284 256 240 254 244 234 225 216

297
338

285 257 241 255 245 235 226

0

500

1000

1500

2000

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳

1,659
1,609  

1,505  
1,445  1,407  1,378  1,326  1,278  1,232  

（人） 
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  ■６歳から 11歳（小学校）の人口推計 

６歳から 11歳の小学校児童数の推計をみると、令和５年の 2,322人から令和 13年の 1,504

人まで 818人減少すると予測されます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■12歳から 14歳（中学校）の人口推計 

12歳から 14歳の中学校生徒数の推計をみると、令和５年の 1,292人から令和 13年の 966

人まで 326人減少すると予測されます。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

資料：平成 30年～令和４年 住民基本台帳・外国人含む（各年３月末）に 

基づき、コーホート変化率法により算出 

349 295 336 283 255 239 253 243 233

359
349 295 336

283 256 240 253 244

389
358 349 295

336
283 255 240 253

389
388 357

348
294

335
282 255 239

443
388

387
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347
294

335
282 254

393
442

387
386

356
347

293
334

281

0

500

1000
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R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

6歳 7歳 8歳 9歳 10歳 11歳

2,322

（人）

2,220 
2,111 

2,005 
1,871 

1,754 
1,658 1,607 

1,504 

438 389 438 384 382 353 343 290 331 

407 438 390 439 384 383 353 
344 291 

447 407 439 390 439 
385 

384 
354 344 

0

500

1,000

1,500

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

12歳 13歳 14歳

1,292

資料： 平成 30 年～令和４年 住民基本台帳・外国人含む（各年３月末）に 

基づき、コーホート変化率法により算出 
（人） 

1,267  1,234  1,213  1,205 
1,121  

1,080  

  
988  966  
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■０歳から 14歳の人口推計 

０歳から 14 歳の人口推計をみると、令和５年の 5,273 人から令和 13 年の 3,702 人まで

1,571人減少すると予測されます。 

 

 

 

 

 

 

   

資料： 平成 30年～令和４年 住民基本台帳・外国人含む（各年３月末）に 

基づき、コーホート変化率法により算出 

1,659 1,609 1,505 1,445 1,407 1,378 1,326 1,278 1,232 

2,322 2,220 
2,111 2,005 1,871 1,754 1,658 1,607 1,504 

1,292 
1,234 

1,267 
1,213 

1,205 
1,121 

1,080 988 
966 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

0-5歳 6-11歳 12-14歳

5,273

（人） 

5,063  4,833  
4,663  

4,483  
4,253 

4,064 
3,873 

3,702 

※コーホート変化率法 

「コーホート変化率法」とは、各コーホート（年齢階層別男女別人口）について、過去

における実績人口の動勢から「変化率」を求め、それに基づき将来人口を推計する方法。 
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２ 学校教育 

 

（１）教育施設及び保育所の状況 
 

教育施設及び保育所の状況をみると、令和４年５月時点で、中学校６校（うち、１校は分

校）、小学校 13校、幼稚園８園、認定こども園４園、保育所 13か所が設置されています。 

 

  ■中学校区別の教育施設及び保育所の状況（令和４年５月１日現在） 

 

【第一中学校区】・・・撫養町川西地区、大津町、瀬戸町の一部、大麻町の一部  

第一中学校区の状況をみると、生徒数 500人、児童・幼児数 1,784人となっており、全中

学校区のなかでもっとも児童生徒数が多くなっています。それに比例して、全中学校区のな

かでもっとも教育施設数及び保育所数も多く、中学校１校、小学校５校、幼稚園４園、認定

こども園１園、保育所６か所となっています。 

 

中学校 小学校 幼稚園・認定こども園 保育所 

第一中学校 500 撫養小学校 265 撫養幼稚園 83 中央保育所(公) 20 

合計 500 黒崎小学校 115 桑島幼稚園 41 正興寺保育園 53 

  桑島小学校 186 第一幼稚園 113 うずしお保育園 95 

  第一小学校 334 聖母幼稚園（私） 101 桑島保育所 62 

  大津西小学校 140 認定こども園さら 46 矢倉保育園 68 

  合計 1,040 合計 384 すみれ保育園 62 

      合計 360 

 

 

【第二中学校区】・・・撫養町川東地区、里浦町  

第二中学校区の状況をみると、生徒数 215人、児童・幼児数 632人となっています。また、

教育施設数及び保育所数は中学校１校、小学校２校、幼稚園１園、保育所４か所となってい

ます。 

 

中学校 小学校 幼稚園・認定こども園 保育所 

第二中学校 215 林崎小学校 293 精華幼稚園 85 林崎保育所(公) 25 

合計 215 里浦小学校 136 合計 85 つくし保育所 37 

  合計 429   岡崎保育所 28 

      里浦ちどり保育所 28 

      合計 118 

 

 

 

資料：鳴門市教育委員会、子どもいきいき課 

資料：鳴門市教育委員会、子どもいきいき課 
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【鳴門中学校区】・・・鳴門町  

鳴門中学校区の状況をみると、生徒数 167人、児童・幼児数 435人となっています。また、

教育施設数及び保育所数は中学校１校、小学校２校、認定こども園２園となっています。 

 

 

 

【瀬戸中学校区】・・・瀬戸町（一部を除く）、北灘町  

瀬戸中学校区の状況をみると、生徒数 86人、児童・幼児数 253人となっています。また、

教育施設数及び保育所数は中学校１校、小学校１校、幼稚園１園、保育所１か所となってい

ます。 

 

中学校 小学校 幼稚園・認定こども園 保育所 

瀬戸中学校 86 明神小学校 173 明神幼稚園 35 明神善隣館保育所 45 

合計 86 合計 173 合計 35 合計 45 

 

 

 

【大麻中学校区（広塚分校含む）】・・・大麻町（一部を除く） 

大麻中学校区の状況をみると、生徒数 230人、児童・幼児数 712人となっており、児童数

は全中学校区のなかで２番目に多くなっています。また、教育施設数及び保育所数は中学校

２校（広塚分校含む）、小学校３校、幼稚園２園、認定こども園１園、保育所２か所となって

います。 

 

中学校 小学校 幼稚園・認定こども園 保育所 

大麻中学校 224 堀江北小学校 144 堀江北幼稚園 24 板東みやま保育園 41 

大麻中学校 

広塚分校 
6 堀江南小学校 37 板東幼稚園 61 板東ゆたか保育園 57 

合計 230 板東小学校 258 
認定こども園 

すくすく 
90 合計 98 

  合計 439 合計 175   

 

 

 

 

中学校 小学校 幼稚園・認定こども園 

鳴門中学校 167 鳴門西小学校 284 幼保連携型認定こども園 IZUMI 105 

合計 167 鳴門東小学校 4 公私連携幼保連携型認定こども園成稔 42 

  合計 288 合計 147 

資料：鳴門市教育委員会、子どもいきいき課 

資料：鳴門市教育委員会、子どもいきいき課 

資料：鳴門市教育委員会、子どもいきいき課 
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  ■小学校別の状況（令和４年５月１日現在） 

小学校別の状況をみると、第一小学校が 334人ともっとも児童数が多く、次いで林崎小学

校が 293人となっています。もっとも児童数が少ないのは鳴門東小学校で４人となっていま

す。学級数も第一小学校が 18 学級と多くなっており、もっとも少ない鳴門東小学校が３学

級となっています。 
 

 
  

 

 

  ■小学校別児童数の推移 

小学校別児童数の推移をみると、大半の小学校が減少傾向にあるなかで、撫養小学校と桑

島小学校は児童数が増加しています。鳴門西小学校は減少数がもっとも多く、平成 30 年の

326人から令和４年の 284 人まで 42人減少しています。 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童数

（人）

学級数

（学級）

児童数

（人）

学級数

（学級）

児童数

（人）

学級数

（学級）

252 12 13 2 265 14 25

269 12 24 4 293 16 23

98 6 17 4 115 10 17

165 6 21 4 186 10 19

里浦町 122 6 14 4 136 10 16

2 1 2 2 4 3 9

267 11 17 3 284 14 28

150 6 23 5 173 11 17

－ － － － － － －

－ － － － － － －

307 12 27 6 334 18 29

136 7 4 2 140 9 14

北灘町 － － － － － － －

131 6 13 2 144 8 14

33 4 4 3 37 7 13

244 11 14 4 258 15 22

2,176 100 193 45 2,369 145 246

大津西小学校

撫養小学校

林崎小学校

黒崎小学校

桑島小学校

第一小学校

里浦小学校

鳴門東小学校

鳴門西小学校

明神小学校

瀬戸小学校（休校）

島田小学校（休校）

教員数

（人）

合計

小学校中学校区

通常の学級 特別支援学級 合計

北灘東小学校（休校）

堀江北小学校

堀江南小学校

板東小学校

撫養町

鳴門町

瀬戸町

大津町

大麻町

資料：鳴門市教育委員会 

（人） 

240
266 267 258 265

145

136 136 125
115

177 177 180 185 186

348 339 341 338 334

135

161 152 146 140

0

100

200

300

400

平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年

撫養小学校 黒崎小学校 桑島小学校 第一小学校 大津西小学校
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資料：鳴門市教育委員会 

331
320 322 309

293

135 135 135 136 136

326 306
277 287 284

26 16 14 9 4

194 193 187 171 173

0

100

200

300

400

平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年

林崎小学校 里浦小学校 鳴門西小学校

鳴門東小学校 明神小学校

（人） 

145 150 145 151 144

50 51 44 40 37

281 281 264 258 258

0

100

200

300

平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年

堀江北小学校 堀江南小学校 板東小学校

（人） 
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  ■中学校別の状況（令和４年５月１日現在） 

中学校別の状況をみると、第一中学校が 500人ともっとも生徒数が多く、次いで大麻中学

校が 224人となっています。もっとも生徒数が少ないのは、広塚分校を除くと瀬戸中学校で

86 人となっています。学級数は第一中学校が 19 学級ともっとも多くなっており、もっとも

少ない瀬戸中学校（広塚分校除く）が５学級となっています。 

 

    
 

 

  ■中学校別生徒数の推移 

中学校別生徒数の推移をみると、すべての中学校において減少しています。 

第一中学校の減少数がもっとも多く、平成 30年の 571人から令和４年の 500 人まで 71人

減少しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生徒数

（人）

学級数

（学級）

生徒数

（人）

学級数

（学級）

生徒数

（人）

学級数

（学級）

478 15 22 4 500 19 45

204 7 11 3 215 10 20

155 6 12 3 167 9 19

84 4 2 1 86 5 13

212 7 12 4 224 11 24

6 2 0 0 6 2 8

1,139 41 59 15 1,198 56 129合計

大麻中学校

大麻中学校広塚分校

教員数

（人）

第一中学校

第二中学校

鳴門中学校

瀬戸中学校

中学校

通常の学級 特別支援学級 合計

資料：鳴門市教育委員会 

資料：鳴門市教育委員会 

（人） 

571
532 533

505 500

224
225

216 220
215

170 171 173 181 167

99 95 85 89 86

228
220

226 228 230

0

200

400

600

平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年

第一中学校 第二中学校

鳴門中学校 瀬戸中学校

大麻中学校（広塚分校含む）
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  ■幼稚園別の状況（令和４年５月１日現在） 

幼稚園別の状況をみると、第一幼稚園がもっとも園児数が多く、113 人となっています。

もっとも園児数が少ないのは、堀江北幼稚園で 24人となっています。 

 

 
   

 

  ■幼稚園別園児数の推移 

幼稚園別園児数の推移をみると、大半の幼稚園が減少傾向にあるなかで、第一幼稚園、撫

養幼稚園、精華幼稚園は園児数が、黒崎幼稚園、大津西幼稚園、里浦幼稚園の再編により増

加傾向にあります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 4 14

41 2 7

113 5 15

101 5 13

27 4 11

第二中学校区 85 4 14

65 3 22

42 2 9

瀬戸中学校区 35 2 7

24 2 5

61 3 9

61 3 15

738 39 141

明神幼稚園

大麻中学校区

堀江北幼稚園

板東幼稚園

認定こども園すくすく

合計

鳴門中学校区
幼保連携型認定こども園IZUMI

公私連携幼保連携型認定こども園成稔

桑島幼稚園

認定こども園さら

精華幼稚園

第一幼稚園

中学校区
幼稚園

認定こども園

児童数

（人）

学級数

（学級）

教員数

（人）

第一中学校区

撫養幼稚園

聖母幼稚園（私）

資料：鳴門市教育委員会 

資料：鳴門市教育委員会 

81 70 69 72
83

30
24

24

21

57
54

47 42 41

97 97
87

104
113

39

18

25

160

50

100

150

平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年

撫養幼稚園 黒崎幼稚園（令和4年度より閉園）

桑島幼稚園 第一幼稚園

大津西幼稚園（令和4年度より閉園）

（人） 
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88
89

84 74 85

43 43 39 29

32 31 34 25

4250 49 51
48

35

138 130
120 112 101

0

50

100

150

平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年

精華幼稚園 里浦幼稚園（令和4年度より閉園）

成稔幼稚園（令和4年度より公私連携施設へ移行） 明神幼稚園

聖母幼稚園（私）

（人） 

（人） 

31 31
26 22 24

13
9 4 3

66

56
61 63 61

0

50

100

平成30年 平成31年 令和2年 令和3年 令和4年

堀江北幼稚園 堀江南幼稚園（令和4年度より閉園） 板東幼稚園

資料：鳴門市教育委員会 



 

ともに学び 育ち合う 共育
きょういく

のまち鳴門 

21 
 

 

第
２
章 

本
市
の
教
育
の
現
状 

 （２）学力 
 

【活用したデータ】○令和４年度「全国学力・学習状況調査」結果（小６･中３） 

○令和４年度「徳島県ステップアップテスト」結果（小４･小５･中１･中２） 

以下で用いる指標は、小学校６年と中学校３年では全国平均との比較、小学校４年・５年と 

中学校１年・２年では県平均との比較となっています。 

 

①学力の全体の傾向を見るための指標－「学年ごとの平均正答率」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●学力の全体の傾向 

・中３国語・数学の平均正答率は、全国平均を上回っています。 

・小４から中２までは国語、算数・数学の平均正答率ともに県平均や全国平均を下回っ 

ています。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.86

0.88

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

1

1.02

1.04

小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

学年ごとの平均正答率
県平均（小４・小５・中１・中２）全国平均（小６･中１）

＊１を県平均・全国平均とする

国語 算数・数学
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②学力の分布をみるための指標－「正答率 80％以上と正答率 40％以下の児童生徒の割合」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

●学力の分布 

・正答率の高い（80％以上）児童生徒の割合は、中３国語で全国平均を上回っていますが、

他では県平均や全国平均を下回っています。 

・正答率の低い（40％以下）児童生徒の割合は、中３数学で全国平均を下回っていますが、

他では県平均や全国平均を上回っています。 

・令和４年度「全国学力・学習状況調査」結果からは、小学校６年生における正答率の高い 

児童の割合は国語 22％、算数 26％、正答率の低い児童の割合は国語 19％、算数 20％、中

学校３年生における正答率の高い生徒の割合は国語 34％、数学 30％、正答率の低い生徒

の割合は国語 11％、数学 30％となっています。 

 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

国語 正答率の高い（80~100％）／低い（0~40％）

児童生徒の割合 ＊１を県平均・全国平均とする

高い 低い

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

算数・数学 正答率の高い（80~100％）／低い（0~40％）

児童生徒の割合 ＊１を県平均・全国平均とする

高い 低い
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 （３）体力 

  ■小学生の令和３年度全国体力・運動能力調査結果 

小学校５年生の令和３年度全国体力・運動能力調査結果をみると、男子は国及び県の平

均を上回っており、女子は国平均より若干低いですが、県の平均を上回っています。 

しかし、令和元年度の前回に比べると、男女ともに数値は低下し、小学生男子は過去最

低の数値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■中学生の令和３年度全国体力・運動能力調査結果 

中学校２年生の令和３年度全国体力・運動能力調査結果をみると、男子・女子ともに国

及び県の平均を上回っています。 

しかし、令和元年度の前回に比べると、男女ともに数値は低下し、中学生男子は過去最

低の数値となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

資料：鳴門市教育委員会 

（点） 

資料：鳴門市教育委員会 

（点） 

52.56

54.39

51.63

54

52.52

54.64

45

50

55

60

男子（小学校5年生） 女子（小学校5年生）

鳴門市平均 徳島県平均 国平均

41.27

49.92

41.11

48.28

41.18

48.56

35

40

45

50

55

男子（中学2年生） 女子（中学2年生）

鳴門市平均 徳島県平均 国平均
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３ 現状を踏まえた課題 
現状調査等を踏まえた、本市における課題は次のとおりです。 

 

 

（１）人口減少・少子高齢社会における教育 
 

本市においては、令和４年の０～14歳人口が 5,477人となっており、平成 30年の 6,193

人と比べると、716人減少しています。一方、令和４年の 65歳以上は 19,575 人となって

おり、平成 30 年の 19,269 人と比べると 306 人増加しています。この少子高齢化の傾向

は、今後も続くものと想定されます。 

今後は、子どもを地域の将来を担うかけがえのない存在として大切に育てるとともに、

子どもの数が減少することを想定した学校や幼稚園のあり方について引き続き検討して

いく必要があります。 

    増加する高齢者に対しては、人生 100 年時代において、これまでの経験や能力を生か

し、地域教育を支える貴重な人材として活躍していただける場を提供するとともに、生

涯学習やボランティア活動への関心の高まりを生かした取組が求められます。 

 

 

（２）学力向上への取組 

    令和４年度の「全国学力・学習状況調査」（小６･中３対象）と「徳島県ステップアッ

プテスト」（小４・小５･中１･中２対象）の結果からは、平均正答率は中３国語・数学

を除き、小･中学校ともに県平均や全国平均を下回っています。学力の分布については、

県平均や全国平均と比較すると、中３を除き、小･中学校ともに正答率が高い（80％以

上）児童生徒の割合が低く、正答率が低い（40％以下）の児童生徒の割合が高くなって

います。 

子どもたちの基礎学力を保障するためには、教職員の資質向上が不可欠です。「主体的・

対話的で深い学び」の視点からの授業改善はもちろんのこと、安全・安心かつ多様な学び

の場の充実を基盤として、基本的な学習・生活習慣の確立を図るとともに、子どもたちの

背景や特性・意欲等の多様性を前提に、ＩＣＴも活用しつつ、多様な子どもたち一人ひと

りに対応した個別最適な学び（個に応じた指導）を実現し、学力の確実な定着を図らなけ

ればなりません。まさに子どもたち一人ひとりを主語にする学校教育の推進が求められ

ます。また、自制心ややり抜く力など、点数（数値）化して測定することが難しい非認知

能力を伸ばしていくことも大切です。 

特別な支援を必要とする子どもたちには、一人ひとりの教育的ニーズにもっとも適し

た指導や必要な支援を提供できるよう、通常の学級、通級指導教室、特別支援学級といっ

た連続性のある多様な学びの場の充実・整備を進めていく必要があります。 

子どもたちの学びの芽生えを育む幼児教育の質の向上を図ることや小学校との円滑な

接続も重要です。 

学校が子どもたちの学ぶ意欲を高め、子どもたちの学びに向かう力・学び続ける力を育

む場となるよう、子どもも教職員も育つ学校づくりを進めていかなければなりません。 
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（3）グローバル化、価値観の多様化、家庭や地域の変化への対応 
 

グローバル化に代表される近年の社会状況の加速度的な変化や、保護者の価値観の多

様化、家庭や地域の変化に伴い、学校教育を取り巻く課題は複雑化・多様化しており、結

果としての教職員の厳しい勤務実態を踏まえ、学校における働き方改革が課題となって

います。学校における働き方改革を実現しつつ、一方で、こうした変化に対応しつつ、多

様な教育課題を解決する取組を進めていく必要があります。 

また、未来を担う子どもたちが、持続可能な社会の創り手として活躍できるよう、2030

年（令和 12年）に向けた国際社会全体の行動計画として設定されたＳＤＧｓ（持続可能

な開発目標）を実現すべく、子どもの発達段階や学校、地域の実情に応じて、教育活動全

体にＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）を位置づけ、ＳＤＧｓとの関係を意識した教

育活動を進め、子どもたちをはじめすべての人が世界と一体感をもって生活していくこ

とが求められています。 

 

（4）家庭や地域を取り巻く環境変化への対応 
 

少子高齢化やデジタル化の進行等、社会環境の変化の中で、子どもたちが学校外で一緒

に遊ぶ機会や幅広い年齢の人々と触れ合う機会が減少しています。また、地域コミュニテ

ィの希薄化により、子育ての知識や経験、世代を超えた知恵の継承にも支障が生じてお

り、子どもたちの基本的な生活習慣や学習習慣、社会性などの育成に重要な役割を果たす

家庭の教育力、地域の教育力の低下が課題となっています。 

そうした中で、社会的孤立の問題、児童虐待や子どもの貧困、ヤングケアラーなど、多

様な背景をもつ子どもたちの学びを支える教育環境づくりが求められています。教育現

場におけるスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等との相談体制を充実

させるとともに、こうした見えにくい、表面化しにくい問題を教育、福祉、医療等関係機

関が連携し実態把握に努め、早期に発見して適切な支援につなげていく必要があります。 

令和４年度から市内すべての小･中学校にコミュニティ・スクールが導入され、学校と

地域の協働による取組が新たな地域コミュニティの醸成につながることも期待できます。

今後は、地域や学校の実情に応じた地域とともにある学校づくりを進めるとともに、社会

的包摂の視点から地域全体で子どもの学びや成長を支える社会の実現をめざさなくては

なりません。 

 

（5）危機的な状況への対応 
 

東日本大震災の甚大な被害を目の当たりにし、子どもたちのかけがえのない命を守る

ため、学校施設の耐震化をはじめ、各幼稚園、小・中学校と家庭、自主防災会や地域が連

携して災害の内容や規模に応じた避難訓練を行うなど、それぞれの地域の実情に即した

防災対策が進められました。 

今後は、南海トラフ地震をはじめとした自然災害や安全を脅かす様々な危機的状況に

備え、学校や地域の実情に応じた危機管理に努めるとともに、災害についての正しい知識
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と的確な判断力を身に付けることのできる防災教育を推進する必要があります。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大状況下において、「新しい生活様式」を踏まえ

た感染症対策と子どもたちの学びの保障をいかに両立させていくかが求められています。 

 

（6）高度情報化社会への対応 
 
近年、ＩｏＴ（モノのインターネット）やＡＩ（人工知能）など、ＩＣＴの分野におけ

る技術革新が一層進展し、国では、社会生活、経済活動が劇的に変わるＳｏｃｉｅｔｙ

5.0(超スマート社会)の実現をめざしており、学校教育においても、急速に浸透するデジ

タル化に向けた教育ＤＸの取組が求められています。 

 その一方で、スマートフォンなどの普及に伴い、ＩＣＴの活用は子どもの生活にも深く

浸透しており、情報通信機器を介した子ども同士のコミュニケーションのあり方が変容

するなかで、大人の目の届かない所で、人間関係のもつれや、いじめ、事件や事故に巻き

込まれる可能性の増加等の問題が指摘されています。 

このため、子どもたちが情報通信機器を自らが適切に使用できる能力を養うとともに、

情報通信機器を使用するうえでどのような危険があるのかを教え、学校、家庭、地域での

使用ルールづくりとその徹底を図っていく必要があります。 

 

（7）人権の尊重と道徳心、公共心の育成 
 

同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がい者、性的マイノリティ等に対する偏

見や差別は、今なお様々な形態で存在しており、市民一人ひとりの基本的人権が尊重され

るよう、今後も継続した取組が求められます。すべての人が自分らしく生き、個性と能力

を十分に発揮できるよう、人権教育や啓発活動を進めるとともに、国際理解の推進や男女

共同参画社会づくりに努めることが必要です。すべての人がお互いを尊重し、誰もがいき

いきとした人生を享受することのできる共生社会の実現をめざさなくてはなりません。 

社会の変化や多様化が進む中で、子どもを取り巻く環境が大きく変化し、不登校児童生

徒の増加やネット上のいじめ等の顕在化といった状況が見られます。学校における不登

校やいじめについては、子どもの生命や人格形成に関わる重大な問題であり、未然防止と

早期対応が必要です。そのためにも、常に教職員総体で組織的に対応するとともに、家

庭・地域・関係機関との連携を密にしながら、子どもたちが安心して教育を受けられる学

校づくりに取り組んでいくことが求められています。 

また、地域と家庭の関わり合いの薄れ、保護者以外の大人に接する機会の減少等を背景

とし、子どもが、おもいやりやがまん強さに欠ける、あいさつができない、きまりが守れ

ないなど、本市においても子どもの道徳心や公共心の低下が指摘されています。 

今後は、子どもの道徳心や公共心を涵養する道徳教育を進めるとともに、子どもの地域

との関わり、多様な体験活動や社会貢献の機会を増やすこと等が求められます。 
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（8）食や健康、運動・スポーツ志向の高まりへの対応 
 

ライフスタイルの多様化により、食を大切にする心や地域の優れた食文化が失われつ

つあります。すべての人が心身の健康を確保し、生涯にわたっていきいきと暮らすことが

望まれるなかで、特に子どもにおいては、心身の成長や人格の形成、生涯にわたって健全

な心と体を培い豊かな人間性を育んでいく基礎として、学校、家庭、地域が中心となった

食育への取組が求められています。 

また、健康志向の高まりにより、運動やスポーツへの関心が高まっており、心身の健全

な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲得、スポーツを通じた人や地域間

の交流等、運動やスポーツを行うことによる様々な効果が期待されることから、すべての

人が関心や適性に応じて、生涯を通じて日常的に運動やスポーツに親しむ機会の確保が

求められています。 

 

（9）地域の歴史や伝統文化の継承 
 

板東俘虜収容所におけるドイツ人捕虜と地域住民との心温まる交流や友愛・互助・平和

を求めて闘われた世界の偉人賀川豊彦の活動を伝える取組、ベートーヴェン「第九」交響

曲アジア初演の地としての取組、渦潮や四国霊場八十八か所の世界遺産化への取組等、本

市の歴史や文化を新たな地域資源として活用する様々な取組が行われています。 

本市には、長い歴史を越えて継承されてきた人を大切にする「おもいやり」の心、産業

や歴史に根付いた魅力的な文化財や地域資源はもちろんのこと、大谷焼のように地域の

自然や文化に培われた伝統工芸が引き継がれており、すべての人が地域の歴史や伝統文

化について学ぶなかで、郷土を誇りに思う心の育成や新たな地域資源を掘り起こすきっ

かけとしていくことが期待されます。 
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第３章 基本構想と施策体系 

１ 基本理念 

 

教育は人づくり、人づくりはまちづくりの原点であるという認識のもと、次のとおり、基本

理念と本市の教育がめざす人物像及びめざすまちの姿を掲げ、その実現に向けた取組を推進し

ます。 

 

  【基本理念】 

ともに学び 育ち合う 共育
きょういく

のまち鳴門 

 

 

教育基本法では、教育の目的を「教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社

会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければ

ならない」としています。 

成熟社会を迎えた我が国においては、生活における量的・物質的な豊かさだけではなく、心

の豊かさや自然との調和を大切にし、生活の質の向上を優先させる社会への転換が求められて

います。 

これからの教育においては、すべての人の基本的な人権が尊重されたうえで、自らの意志の

もとに生涯にわたって学び続け、豊かな人間性とたくましく生きる力を培い、あらゆるライフ

ステージにおいて自らの選択肢を増やし、自己実現と社会貢献ができる人材の育成がこれまで

以上に期待されます。 

そのためには、家庭や学校、地域社会における教育の質を高め、それぞれの役割をしっかり

と果たしていくことに加えて、教育をきっかけとして、地域の人材や教育資源をつなげ、それ

ぞれの主体がつながり合い、支え合い、連携・協働して取り組む必要があります。 

鳴門市においては、「子どもを社会の中心に据え、『子どもの最善の利益』を第一に考えるま

ちをつくる」という基本的な認識のもとで、家庭や学校、地域が、地域の将来を担う貴重な人

材を一緒に育てる教育に取り組み、子どもたちが育ち、親が育ち、教職員が育ち、教育に関わ

るすべての人とまちが共に育つ、「共育」を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな人間性を備え、郷土を愛し、社会に貢献する人 

【めざす人物像】 

調和のとれた豊かな人間性を備え、郷土を愛し、社会のために働こうとする

心をもち、実行できる人の育成をめざします。 

 

 ひとが輝き 持続可能な未来をひらく あらたな なると 

 
 本市の教育がめざす人づくりを通じて、第七次鳴門市総合計画において示され

ためざすまちの姿「ひとが輝き 持続可能な未来をひらく あらたな なると」

の実現をめざします。 

【めざすまちの姿】 
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２ 期待される役割 

 

基本理念を実現するためには、家庭、学校、地域、行政が教育におけるそれぞれの役割を

認識し、連携・協働して行う必要があります。それぞれに主に担うことが期待される役割に

ついては、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それぞれが役割を認識したうえで、 

連携・協働の輪をつなげ、広げていく 

・地域で子どもを見守り、育てる 
・地域ならではの体験や学習をする機会を提供する 

・地域の人材や資源を教育に生かす 

・地域の防犯や防災に取り組む 

・社会の変化に柔軟に対応し、 

個々の発達段階や教育的ニーズに 

応じた質の高い教育を提供する 

・家庭や地域と連携・協働した教育 

を推進する 

行 政 

・教育や学習水準を保障する 

・各主体が円滑に活動できる 

ネットワークづくりを支援する 

・家庭や地域から信頼される教育 

行政運営を行う 

家 庭 

・安心できる居場所として機能 

する 

・心と身体を健やかに育む 

・基本的な生活習慣を身に 

付けさせる 

・規律や自立心を育てる 

学 校 
（教育施設） 

地 域 
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３ 基本目標 

 

基本理念を実現するために、次のとおり、基本目標と施策の基本方針を定めます。 

 

（１）自ら学ぶ力を育む教育の推進 
 

①【学びの芽生えを育む就学前教育・保育の推進】 

すべての子どもに学びや生活の基盤を育み、小学校教育との円滑な接続を図るため、

幼保一元化（担当部局一元化）をはじめ一体的な就学前教育・保育を推進します。 

②【学びに向かう力の育成と学力向上】 

自ら主体性をもって学ぶ態度を育み、学びに向かう力を高めるとともに、授業改善   

    を進め、子どもたちの学力の確実な定着に取り組みます。 

③【学校内外の多様な学びの場の充実】 

  一人ひとりの教育的ニーズに的確に応える指導を提供できるよう、特別支援学級や

通級指導教室、うず潮教室等、学校内外の多様な学びの場の充実・整備に取り組みます。 

④【ＩＣＴを活用する教育の推進】 

ＩＣＴを積極的に活用し情報活用能力の育成を図るとともに、一人１台端末環境を 

効果的に活かしたデジタルならではの学びを推進します。 

⑤【学びをつくる教職員の資質向上】 

子どもの主体的な学びを支える伴走者としての教職員の資質向上と心身の健康に向 

けて、教職員研修の充実と学校における働き方改革の推進に取り組みます。 

 

（２）おもいやりの心を育む教育の推進 
 

①【人権教育の充実】 

体験から学ぶ人権教育の充実を図り、自分も他の人もかけがえのない存在として認

め合い、人権を尊重する行動がとれる子どもの育成に取り組みます。 

②【道徳教育の充実】 

子どもの心に響く道徳教育に取り組み、人間や自然に対するやさしさやおもいやり

の心、畏敬の心などをもつ豊かな人間性を備えた子どもの育成に取り組みます。 

③【いじめの未然防止と早期対応】 

学校・家庭・地域・行政が一丸となって、いじめの未然防止と早期発見・早期対応に

取り組み、自分も他人も共によりよく生きようとする子どもの育成に取り組みます。 

④【青少年健全育成の推進】 

子どもたちが安全・安心に学び遊べる地域づくりを推進し、社会と関わりながら高い

規範意識や道徳心、公共心などをもてるよう青少年健全育成に取り組みます。 

⑤【読書活動の推進と学校図書館の充実】 

「鳴門市子どもの読書活動推進計画（第４次推進計画）」に基づいた活動を推進する

とともに、学校図書館を充実し学校図書館を活用した教育活動を推進します。 
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（３）健やかな身体を育む教育の推進 

 
 

①【心身の健康や体力・運動能力の向上】 

すべての子どもたちが心身の健康の保持増進や、それぞれの体力・運動能力に応じて、

日常的に運動やスポーツに親しむことができる機会の提供に取り組みます。 

②【スポーツの振興と指導者の育成】 

市民やスポーツ関連団体と連携・協働して、地域のスポーツ環境の整備を図るととも

に、中学校部活動の地域移行に向けた指導者の育成等環境づくりに取り組みます。 

③【安全で安心な学校給食の提供】 

幼稚園・小中学校における完全給食の実施と、より安全で安心なおいしい学校給食の

提供に取り組みます。 

④【学校給食をはじめとする地産地消と食育の推進】 

学校給食をはじめとする地産地消の推進に努めるとともに、生涯を通じ健全な食生

活を実践できるよう、家庭・地域と連携した食育を推進します。 

 

（４）郷土愛を育む教育の推進 
 

①【郷土への誇りと愛着を育む教育の推進】 

  身近な地域の自然や歴史、文化、伝統産業等に親しむことができる学習機会の充実を

図り、郷土を誇りに思う心や、郷土を愛し大切にする心を育む教育を推進します。 

②【地域の誇る史実を継承する教育の推進】 

板東俘虜収容所における心温まる交流や賀川豊彦の活動など、先人たちの人を大切

にする誇り得る歴史を学び、史実を後世に継承できる教育を推進します。 

③【次代へつなぐ文化財の継承と活用】 

貴重な共有財産として地域で育まれ伝えられてきた文化財の保護と活用を進め、地

域住民とともに次代に継承することができる環境づくりを推進します。 

 

（５）まちぐるみの教育の推進 
 

①【地域とともにある学校づくりの推進】 

  コミュニティ・スクールと校種間連携のもと、学校と地域との連携･協働により地域

とともにある学校づくりを推進します。 

②【鳴門教育大学との連携･協働の推進】 

地元に教育大学がある強みを生かし、学園都市化構想をはじめ鳴門教育大学との連

携･協働のもと、教育の質の向上と多様な教育課題の解決に取り組みます。 

③【子どもの学びを支える教育環境の確保】 

  すべての子どもたちの学習機会を保障し、多様な子どもたちが安心して学び、その可

能性を引き出すことができる教育環境の確保に取り組みます。 
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④【安全・安心で快適な学びの場の整備】 

  子どもたちが安全・安心で快適に学ぶことができる学校施設・設備の整備とともに、

持続的で魅力ある学校教育に資する教育環境の計画的な整備を推進します。 

 

（６）これからの時代に対応する教育の推進 
 

①【いのちを守る防災・安全教育の推進】 

家庭や地域と連携し、地域の特性や学校の実情に応じた危機管理に努めるとともに、 

    生涯を通じて自他のいのちを守ることができる防災・安全教育を推進します。 

②【外国語教育・国際理解教育の推進】 

未来にはばたく子どもたちが確かな英語力と豊かなコミュニケーション力を身に付

けることができるよう、発達段階に応じた外国語教育・国際理解教育を推進します。 

③【ＳＤＧｓ教育（ＥＳＤ）の推進】 

  未来を担う子どもたちが持続可能な社会の創り手として活躍できるよう、教育活動

全体を通じて、ＳＤＧｓとの関係を意識した教育活動を推進します。 

④【生涯にわたる学びを支える学習環境の整備】 

  生きがいにつながる多様な学習機会の創出と知的インフラである図書館サービスの

充実等、生涯にわたる学びを支える学習環境の整備に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 



  

ともに学び 育ち合う 共育
きょういく

のまち鳴門 

33 
 

 

第
３
章 

基
本
構
想
と
施
策
体
系 

４ 施策体系 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

１ 自ら学ぶ力を育む 

教育の推進 

(１)学びの芽生えを育む就学前教育・保育

の推進 

(２)学びに向かう力の育成と学力向上 

(３)学校内外の多様な学びの場の充実 

(４)ＩＣＴを活用する教育の推進 

(５)学びをつくる教職員の資質向上 

(１)人権教育の充実 

(２)道徳教育の充実 

(３)いじめの未然防止と早期対応 

(４)青少年健全育成の推進 

(５)読書活動の推進と学校図書館の充実 

 
 
２ おもいやりの心を

育む教育の推進 

(１)心身の健康や体力・運動能力の向上 

(２)スポーツの振興と指導者の育成 

(３)安全で安心な学校給食の提供 

(４)学校給食をはじめとする地産地消と

食育の推進 

 
 
３ 健やかな身体を 

育む教育の推進 

(１)郷土への誇りと愛着を育む教育の推進 

(２)地域の誇る史実を継承する教育の推進 

(３)次代へつなぐ文化財の継承と活用 

 

 
 
４ 郷土愛を育む 

教育の推進 

 
 
５ まちぐるみの 

教育の推進 

 

【基本理念】       【基本目標】            【基本方針】 

(１)地域とともにある学校づくりの推進 

(２)鳴門教育大学との連携･協働の推進 

(３)子どもの学びを支える教育環境の確

保 

(４)安全・安心で快適な学びの場の整備 

 
 
６ これからの時代 

に対応する教育 

の推進 

(１)いのちを守る防災・安全教育の推進 

(２)外国語教育・国際理解教育の推進 

(３)ＳＤＧｓ教育（ＥＳＤ）の推進 

(４)生涯にわたる学びを支える学習環境

の整備 

と
も
に
学
び 

育
ち
合
う 
共

育

き
ょ
う
い
く

の
ま
ち
鳴
門 



 

第二期鳴門市教育振興計画（令和 4年度改定版） 

34 
 

 

 

第４章 基本計画 

１ 自ら学ぶ力を育む教育の推進 
 

（１）学びの芽生えを育む就学前教育・保育の推進 

 

施策① 一体的な就学前教育・保育の推進 

すべての子どもに学びや生活の基盤を育み、小学校教育との円滑な接続を図るため、幼

保一元化（担当部局一元化）をはじめ一体的な就学前教育・保育を推進します。 

【現状】 

●「鳴門市立公立幼稚園のあり方」（令和２年度策定）に基づき、令和３年度末をもって 

８園（運営中４園・休園中４園）を閉園し、令和４年度より１園を公私連携幼保連携施 

設に移行しました。令和４年４月現在、市内には、公立幼稚園が７園、私立幼稚園が１ 

園、公私連携幼保連携型認定こども園が１園、幼保連携型認定こども園が１園、認定 

こども園が２園、公立保育所が２か所、私立保育所が１１か所あります。 

●一時預かり事業（午後保育）をすべての公立幼稚園で実施しており、土曜日も４園で実

施しています。 

●幼児教育支援センター事業として、３歳から就学前の幼児の保護者を対象に、幼児教育

の専門家による教育相談を実施しています。 

●本市就学前教育･保育施設の教育・保育課程や指導計画等の指針となる「鳴門市就学前

教育・保育モデルカリキュラム」が令和３年３月に策定されています。 

【課題】 

◆就学前教育・保育施設では、「鳴門市就学前教育・保育モデルカリキュラム」を活用

し、教育・保育の質の向上に取り組む必要があります。就学前教育・保育施設の職員が

施設類型を問わずに学び合い、教育・保育内容の充実を図ることが求められています。 

◆幼稚園、保育所、認定こども園といった施設類型を問わず、幼児期の教育と小学校教育

との円滑な接続を図り、接続期の教育を充実することが求められています。 

【主な取組】 

■就学前教育･保育施設では、「鳴門市就学前教育・保育モデルカリキュラム」を活用し、

教育・保育の質の向上に取り組みます。 

■連携小学校区において、小学校教育との円滑な接続を図るため、すべての就学前教育･

保育施設で、「接続期カリキュラム」を実践します。 

■一体的な就学前教育・保育推進体制の構築をめざし、幼保一元化（担当部局一元化）に 

取り組みます。 

【成果目標・指標】 

◎就学前教育・保育施設と小学校における「接続期カリキュラム」の実践率 

 現状値（令和４年度）： ０％ ＊就学前教育・保育施設においてアプローチ・カリキュラム開始 

 目標値（令和８年度）：100％ 
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（２）学びに向かう力の育成と学力向上 

 

施策① 学びに向かう力の育成とキャリア教育の推進 

学ぶ意欲の向上につながるキャリア教育の充実を図るとともに、非認知能力を伸ばすこ

とにより自ら主体性をもって学ぶ態度を育み、学びに向かう力を高めます。 

【現状】 

●これからの社会に生きて働く力として、自ら学び探究する力や自律的に学ぶこと・学び

続けることができる力である「学びに向かう力」の育成が重要です。 

●学校においては、学ぶことと自己の将来とのつながりを見通し、社会的・職業的自立に

向けて必要な基盤となる「生き方を描く力」を身に付けていくことができるよう、学級

活動など特別活動を要として教育活動全体を通じてキャリア教育を実践しています。 

●学校においては、「キャリア･パスポート」を活用して、児童生徒が学習や生活の見通し

を立て、学んだことをふり返りながら、新たな学習や生活への意欲につなげたり、将来

の生き方を考えたりする活動を行っています。 

【課題】 

◆「学びに向かう力」を育むため、自ら課題を見つけ、考え、判断し行動することを重視

した探究的な学びづくり、授業づくりが求められています。 

◆キャリア教育の充実を図り、自分の人生を創る、社会を創る当事者意識を子どもたちに

育むことが重要です。 

◆自制心ややり抜く力など、点数（数値）化して測定することが難しい非認知能力を伸ば

していくことが求められています。 

【主な取組】 

■子どもたちが探究的な学習活動に取り組むことができるよう、探究的な学びの推進・充 

実を図ります。 

■「キャリア･パスポート」を効果的に活用できるよう、「キャリア･パスポート」の鳴門 

市版を作成し、キャリア教育の充実に取り組みます。 

■中学校において、学校の実情に応じてポートフォリオ型日記を取り入れ、非認知能力育 
成の土台となる「メタ認知力」を育み、非認知能力の育成に取り組みます。 

【成果目標・指標】 

◎「全国学力・学習状況調査」の児童生徒質問紙において、「家で自分で計画を立てて勉 

強していますか」という質問に肯定的に回答した児童生徒の割合 

 現状値（令和４年度）：小学校 72.9％ 中学校 62.1％ 

 目標値（令和８年度）：小学校 84％   中学校 76.6％ 

◎「全国学力・学習状況調査」の児童生徒質問紙において、「将来の夢や目標を持ってい 

ますか」という質問に肯定的に回答した児童生徒の割合 

現状値（令和４年度）：小学校 77.1％ 中学校 68.9％ 

目標値（令和８年度）：小学校 83.9％ 中学校 79.8％ 
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施策② 学力向上の推進 

発達段階に応じた学びの自覚化を図る授業改善を進めるとともに、個別最適な学びの充

実や基本的な学習習慣の確立を図り、学力の確実な定着に取り組みます。  

【現状】 

●令和４年度「全国学力・学習状況調査」（小６・中３対象）と「徳島県ステップアップ

テスト」（小４・小５･中１･中２対象）の結果からは、平均正答率は、中３国語・数学

を除き、小･中学校ともに県平均や全国平均を下回っています。学力の分布は、県平均

や全国平均と比較すると、中３を除き、小･中学校ともに正答率が高い（80％以上）児

童生徒の割合が低く、正答率が低い（40％以下）の児童生徒の割合が高くなっています。 

●学校関係者や有識者、市教育委員会で組織する「鳴門市学力向上推進委員会」において、

学力向上を図るための具体的な施策を研究し取組を進めています。 

●毎年度、学校ごとに「学力向上実行プラン」を作成し、学力向上に取り組んでいます。 

●子どもたちが、授業のめあてや成果を自覚しながら学ぶことができる学びの自覚化を図

る授業改善を進め、授業力向上に取り組んでいます。 

●「Ｑ－Ｕアンケート」（年２回実施）を活用して学力向上の基盤となる学級集団づくり

に取り組むとともに、中学生が難問に挑む「理数オリンピック」を開催しています。 

【課題】 

◆「全国学力・学習状況調査」「徳島県ステップアップテスト」の平均正答率を向上させ

るとともに、学力の分布における正答率が低い児童生徒の割合を減少させることが課題

です。 

◆「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善に取り組むとともに、学校、家庭

における基本的な学習習慣・生活習慣の確立を図ることが重要です。 

◆ＩＣＴを活用し個別最適な学び（個に応じた指導）を充実・進展させることが重要です。 

【主な取組】 

■「学力向上実行プラン」の作成・実施を通じて、学校ごとに教育活動の検証・改善を 

一層進めるとともに、各種学力向上施策を実施し、学力の確実な定着に取り組みます。 

■学力向上の基盤となる学級集団づくりやユニバーサルデザインの授業づくりも含め、教 

職員の授業力向上に取り組みます。 

■一人１台タブレット端末をはじめＩＣＴを効果的に活用した個別最適な学び（個に応じ

た指導）の充実・進展に取り組みます。 

【成果目標・指標】 ※単位は％、（ ）の数値は全国平均 

◎「全国学力・学習状況調査」における児童生徒の平均正答率 

 現状値（令和４年度）：小国 62(65.6)・小算 62(63.2)・中国 70(69)・中数 53(51.4) 

 目標値（令和８年度）：小･中学校とも全国平均以上 

◎「全国学力・学習状況調査」における正答率が低い(40％以下)児童生徒の割合 

 現状値（令和４年度）：小国 19.4(15)小算 19.5(17.8)中国 11.2(10.2)中数 30(33.7) 

 目標値（令和８年度）：小･中学校とも全国平均以下 
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（３）学校内外の多様な学びの場の充実 

 

施策① 特別支援教育の充実 

一人ひとりの教育的ニーズに的確に応える指導を提供できるよう、通常の学級、通級指

導教室、特別支援学級といった連続性のある多様な学びの場の充実・整備を進めます。 

【現状】 

●令和４年５月現在、特別支援学級に在籍する児童生徒数は 252名、通級による指導を受

ける児童生徒数は 86 名で、総児童生徒数に占める割合は 9.5％となり、令和３年度と

比較して 1.1％増加しています。 

●就学に係る適切な教育支援を行うため教育支援委員会を設置しています。また教育支援

アドバイザーを配置し、早期からの支援や教職員への研修に取り組んでいます。 

●個別に特別な支援を要する幼児児童生徒に対し、学習や生活の支援を行う特別支援教育

支援員及び特別支援教育サポーター（学生ボランティア）を幼稚園、小･中学校に配置

しています。 

●早期からの切れ目ない支援を行うために令和３年度より就学前の幼児（５歳児）を対象

として、就学支援シートを作成・活用しています。 

●特別支援地域連携協議会を設置し、子どもの発達・教育相談会や個別ケース会議の開

催、教職員研修を実施しています。 

●合理的配慮の提供を義務づけた「障害者差別解消法」が 2016年に施行されました。 

【課題】 

◆個別の教育支援計画と個別の指導計画を作成し、関係機関と連携を取りながら、一人ひ

とりの発達や特性に応じた指導や支援を行うことがますます重要になってきています。 

◆校内支援体制の充実と特別支援学級担任、通級指導教室担当をはじめ「多様な学びの場」

を担う教職員の専門性が求められています。 

◆一貫した切れ目のない支援や教育活動ができる体制づくりが必要です。 

◆通級による指導のうち、他校通級は移動時間を要し、送迎する負担も生じることから自

校通級や巡回指導を実現する必要があります。 

【主な取組】 

■個別の教育支援計画と個別の指導計画を活用し、障がいのある子どもたちの自立と社会

参加を見据え、より必要性が高い指導内容を精選し、全教職員間で子どもが達成可能な

目標を共通理解して指導・支援に取り組みます。 

■子どもたちが「わかる」「できる」実感を積み重ねることができるよう学び方を工夫し、

子どもたちが学ぶ楽しさを感じられる場づくりをめざします。 

■ポジティブな行動支援（ＰＢＳ）の視点での関わりを個人にとどめるだけでなく、学校

全体で取り組みます。 

【成果目標・指標】 

◎小･中学校における通級指導教室の新設 

 現状値（令和４年度）：５教室 

 目標値（令和８年度）：６教室（１教室新設） 
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施策② うず潮教室（適応指導教室）の充実 

不登校児童生徒に対する早期支援を図るため、「うず潮教室」での指導内容や相談活動

を充実するとともに、「うず潮教室」を中核とした支援体制の整備を進めます。 

【現状】 

●令和４年度第２回不登校実態調査によれば、30日以上欠席した児童生徒数は 74名で、

総児童生徒数に占める割合は 2.1％となり、令和３年度同調査と比較して 0.6％増加し

ています。 

●「うず潮教室」には、令和４年 10月現在 28名の児童生徒が入級しています。在籍校の

学級担任とは「Teams」を用いた情報交換を行い、「うず潮教室」での学習や生活の様子

の情報共有を図っています。 

●「うず潮教室」では、不登校児童生徒や保護者、教職員を対象としたうず潮教室スタッ

フによる教育相談やクリニック専門家による特別相談を実施しています。 

●「不登校児童生徒に対する支援の在り方に関する連絡協議会・研修会」を開催し、不登

校の未然防止、不登校児童生徒の社会的自立をめざした効果的な支援や適切な教育機会

の確保等、不登校対応の在り方について協議しています。 

●「教育機会確保法」（2017年施行）に基づき「基本指針」が策定され、不登校児童生徒

に対する支援の際、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童

生徒の社会的自立をめざすことが明記されました。 

【課題】 

◆対人関係に悩んでいる児童生徒が多く、不登校を未然に防止するため、学校生活を通じ

て子どもたちが社会性のスキルを学び身に付けることや、登校しぶりのある児童生徒に

は、各学校できめ細やかな配慮・支援を行う必要があります。 

◆「うず潮教室」は、子どもたちの「心の居場所」となっていますが、一人ひとりの特性

に配慮した個別最適な環境が十分に用意できていない課題があります。 

◆不登校児童生徒一人ひとりの状況に応じた多様で適切な教育機会を確保する支援が求

められています。 

【主な取組】 

■不登校児童生徒を支援するため、学校は日ごろから「数分間のケース会議」等により児

童生徒理解に努め、一人ひとりの状況に応じた支援に組織的・計画的に取り組みます。 

■不登校を未然に防止するため、子どもたちが社会性のスキルを学ぶ教育活動の実施等、

子どもたちが安心して学ぶことができる魅力ある学校づくりに取り組みます。 

■不登校児童生徒の社会的自立をめざし、子どもたち一人ひとりの状況に応じた必要な支

援ができるよう、「うず潮教室」を中核とした支援体制の整備に取り組みます。 

【成果目標・指標】 

◎「うず潮教室」を中核とした不登校児童生徒に対するきめ細やかな支援体制の整備 

 現状（令和４年度）：うず潮教室指導員２名 カウンセラ－の配置なし 

 目標（令和８年度）：うず潮教室の「教育支援センター」化を図り、場所の確保ととも 

に、うず潮教室指導員の増員、カウンセラ－を配置します。 
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（４）ＩＣＴを活用する教育の推進 

 

施策① ＩＣＴを活用する教育の推進 

ＩＣＴを積極的に活用し情報活用能力の育成を図るとともに、一人１台端末環境を効果

的に活かしたデジタルならではの学びを推進します。 

【現状】 

●「ＧＩＧＡスクール構想」により、令和２年度に児童生徒一人１台タブレット端末環境

が整備され、タブレット端末を活用した学びが始まっています。 

●令和２年度に小･中学校のすべての普通教室に電子黒板を導入しています。 

●鳴門教育大学と連携･協働し、教職員有志が参加する「ＩＣＴコラボチーム」を立ちあ

げ、ＩＣＴ利活用実践事例を開発し、その成果を全国に発信しています。 

●市内小･中学校にＩＣＴ支援員を派遣し、授業支援や相談活動を行っています。 

【課題】 

◆児童生徒のＩＣＴ活用能力の向上と、主体的な学びの基盤となる情報活用能力の育成が

求められています。 

◆教職員のＩＣＴ活用指導能力の向上が求められています。 

◆タブレット端末を効果的に活用する授業づくりが求められています。 

【主な取組】 

■タブレット端末に触れる機会を多く設け、児童生徒のＩＣＴ活用能力の向上を図りま

す。 

■ＩＣＴをツールとして児童生徒の情報活用能力の育成を図るとともに、端末を活用し児

童生徒が自律的に学ぶ学習活動を設定します。 

■タブレット端末活用研修を実施し、教職員のＩＣＴ活用指導能力の向上を図ります。 

■「ＩＣＴコラボチーム」によるＩＣＴ利活用実践事例の開発と蓄積を進めます。また、

ウェブサイトへの掲載や「鳴門市ＩＣＴ支援員通信」を発行するなど情報発信を行い 

ＩＣＴ活用の充実・発展につなげます。 

■情報モラル教育を充実させ、インターネットの利便性と危険性を理解し、正しく使用す

る能力を身に付ける取組を進めます。 

【成果目標・指標】 

◎「全国学力・学習状況調査」学校質問紙において、タブレット端末などＩＣＴ機器の授

業での活用に係る質問に「ほぼ毎日」「週３回以上」と回答した学校の割合 

 現状値（令和４年度）：小学校 76.9％ 中学校 40％ 

 目標値（令和８年度）：小学校 100％   中学校 100％ 
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（５）学びをつくる教職員の資質向上 

 

施策① 教職員研修の充実 

子どもの学びを支える伴走者として、ＩＣＴ活用指導能力の向上も含めた子どもの学び

を促す教育実践力が高まるよう、教職員の資質向上に向けた研修の充実に取り組みます。 

【現状】 

●市内小･中学校における教職員の年齢構成は、20 歳代や 30 歳代の教職員が多く在籍し

ており、各学校においてはメンター制を導入し、若手教職員の育成に取り組んでいます。 

●若手教職員からは、「授業づくりのポイント」「保護者対応」等について学びたいという

希望が多く寄せられています。 

●令和３年度より、鳴門市教育委員会指導主事を講師として、初任者等経験年数の少ない

若手教職員を対象とした研修会である「学舎『なると塾』」を実施しています。 

●市教育委員会独自に様々な教育課題別の研修を実施しています。 

●徳島県立総合教育センターによる「とくしま教員育成指標」に基づく教職員のキャリア

ステージに応じた研修に取り組み、ＯＦＦ－ＪＴ（Off the Job Training）、ＯＪＴ

（On the Job Training）、ＳＤ（Self Development）を関連づけながら、資質･能力の

向上を図っています。 

【課題】 

◆中央教育審議会は「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して（答申）」において、こ

れからの教職員の姿として、「学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、教

職生涯を通じて学び続ける」「子ども一人ひとりの学びを最大限に引き出し、主体的な

学びを支援する伴走者としての役割」を示しています。 

◆教職員の資質･能力の向上により質の高い教職員集団が実現し、校長のリーダーシップ

のもと、チームとして学校が運営されていることが求められています。 

◆教職員自身が志気を高め、誇りをもって働くことができていることも重要です。 

【主な取組】 

■各学校においてメンター制を推進し、ＯＪＴに取り組みます。 

■従来の集合形式の「学舎『なると塾』」に加え、出張どこでも「なると塾」を開催し、各

学校での授業研究を通じて、若手教職員の授業力向上を図ります。 

■子どもの主体的な学びを支援する伴走者としての実践を原理的に理解できるよう、理論

と実践を往還する研修の充実に取り組みます。 

【成果目標・指標】 

◎「学舎『なると塾』」（含出張どこでも「なると塾」）の開催回数 

 現状値（令和４年度）： ７回 

目標値（令和８年度）： 14回 
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施策② 学校における働き方改革の推進 

学校の業務改善に向けた環境整備を進めるとともに、教職員が勤務時間や心身の健康管

理、働きがいを意識した働き方改革を推進します。 

【現状】 

●文部科学省「公立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン」が平成 31 年１

月に制定され、上限の目安時間は１か月時間外在校等時間 45 時間以内、１年間時間外

在校等時間 360時間以内とされました。 

●教員業務支援員、部活動指導員を配置し、業務への外部人材活用、業務の軽減を図って

います。 

●徳島県公立学校において統合型校務支援システムが導入され、デジタル化を通じた業務

の効率化が図られています。 

●本市では、平成 30年度より働き方改革の一環として、夏季休業中３日間の学校閉庁日

を設定しています。 

●「鳴門市立中学校に係る運動部活動の方針」（平成 30年５月）、「鳴門市立中学校に係る

文化部活動の方針」（令和元年５月）を策定し、中学校部活動において、週２日間の休

養日が設定されています。 

【課題】 

◆本市では、時間外在校等時間の縮減について一定の成果が見られますが、令和３年度に

おいて、１か月あたりの平均時間は小学校約 38時間、中学校約 52時間です。 

◆本市では、令和４年度４月から６月の３か月間平均で、時間外在校等時間が 45 時間を

超える教職員は小学校では約 51％、中学校では約 69％、80時間を超える教職員が小学

校では約７％、中学校では約 36％と依然として高い水準であり、課題が残る状況です。 

◆学校が様々な課題に対処しつつ、働き方改革を推進するためには、保護者・地域の方々

への理解の促進も重要です。 

【主な取組】 

■各学校において、タイムマネジメントやデジタル化による業務改善・効率化のさらなる

推進に取り組みます。 

■中学校部活動指導に係る教員の負担軽減を図るため、部活動指導員の配置、部活動の段

階的な地域移行等、部活動の適正化に取り組みます。 

■教員以外の多様な外部人材の積極的活用を図るため、学校の状況に応じ、教員業務支援

員等の効果的な配置・拡充に取り組みます。 

【成果目標・指標】 

◎１か月あたりの平均時間外在校等時間が 45時間以内の教職員の割合 

現状値（令和３年度）：小学校 61％    中学校 45.2％ 

目標値（令和８年度）：小学校 89.5％ 中学校 75.2％ 

◎１か月あたりの平均時間外在校等時間 80時間超え（過労死ライン）の教職員の割合 

現状値（令和３年度）：小学校 0.3％  中学校 17.1％ 

目標値（令和８年度）：小学校０％    中学校０％ 
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２ おもいやりの心を育む教育の推進 
 

（１）人権教育の充実 
 

施策① 体験的学習を重視した人権教育の推進 

体験的学習を重視した人権教育を推進し、人権を尊重する行動がとれる力の育成を図

り、同和問題をはじめ様々な人権問題を解決する確かな人権教育に取り組みます。 

【現状】 

●識字学級との交流会、人権劇など体験的な学習を通して、同和問題をはじめ様々な人権

問題に対する知的理解を深めるとともに人権感覚の育成を図り、人権意識を高めること

により、人権を尊重する行動につながる人権教育の推進に取り組んでいます。 

●「鳴門市人権教育研究大会」「鳴門市人権地域フォーラム」「ヒューマンライツメッセー

ジなると」「鳴門市人権教育推進強調月間」などを開催し、様々な人権問題について学

習する機会と場の拡充、人権教育・啓発の推進に取り組んでいます。 

●新型コロナウイルス感染症に関連した偏見・差別事象やインターネット上での悪質な差

別事象が起こっていることを踏まえた学習機会の創出と啓発活動に取り組んでいます。 

●社会人権教育講師や徳島県人権教育指導員制度を活用し、人権を取り巻く社会情勢の変

化を踏まえた人権教育・啓発の取組の充実を図っています。 

【課題】 

◆「徳島県人権教育推進方針」「人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりま

とめ］」等の知見を踏まえ、知的理解の深化と人権感覚の育成を図るため体験的学習を

重視した人権学習に取り組み、自他をかけがえのない存在として認め合い、人権を尊重

する行動がとれる力を育成することが求められています。 

◆人権教育の推進にあたっては、教職員はじめ指導者そのものの姿勢（日常の言動）が人

権教育の重要な要素となることから、人権教育推進者自らが人権感覚を磨き、人権意識

を高めなければなりません。 

◆平成 28 年に「部落差別解消推進法」が施行され、地域の実情に応じて教育・啓発を行

うことに努め、部落差別のない社会を実現することが求められています。 

【主な取組】 

■人権尊重の精神に立った学級経営や学校づくり、人権尊重の理念に立った生徒指導に取

り組み、学校教育における人権教育の充実を図ります。 

■識字学級との交流会、人権劇など体験的な学習を通して、人権意識を高めることにより

行動につなげていく確かな人権教育の一層の推進・充実に取り組みます。 

■教職員をはじめ人権教育推進者の資質の向上を図ります。 

■生涯にわたる人権教育の学習機会の充実を図ります。 

【成果目標・指標】 

◎教育委員会主催の「鳴門市人権教育研究大会」「鳴門市人権地域フォーラム」「ヒューマ
ンライツメッセージなると」への参加人数 

現状値（令和元年度）：679名 ＊コロナ禍以前の令和元年度の数値 

目標値（令和８年度）：700名 
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（２）道徳教育の充実 

 

施策① 心に響く道徳教育の推進 

人間や自然に対するやさしさやおもいやりの心、畏敬の心、規範意識など豊かな人間性

の基盤となる道徳性を養うことができる心に響く道徳教育に取り組みます。 

【現状】 

●小･中学校において、「特別な教科 道徳」として道徳の教科化が全面実施され、「道徳

の時間」（以下、道徳科）を要として教育活動全体で取り組んでいます。 

●道徳の評価は、他の子どもと比べるのではなく、子ども自身がどのように成長したかを

丁寧に見取り、認め励ます個人内評価を行います。 

●「特別な教科 道徳」として、学校現場においてこれまで軽視されがちだったと指摘さ

れる道徳科の充実が図られています。 

【課題】 

◆「読み物道徳」から「考え 議論する道徳」へ、道徳科を質的に転換することが求めら

れています。 

◆道徳教育を充実することにより、規範意識を醸成し、いじめや暴力行為を許さず、いの

ちを大切にする心やおもいやりのある心、豊かな感性を育み、子どもたちに自律して人

生を他者とともによりよく生きようとする力を身に付けさせることが大切です。 

◆学校における生徒指導の基本書「生徒指導提要」が令和４年、近年の状況を踏まえて約

12 年ぶりに改訂され、児童生徒の自己存在感の感受や、問題行動等への課題対応的生

徒指導に加え、発達支持的生徒指導、課題予防的生徒指導の重要性が示されています。 

◆学校における道徳教育だけでなく、学校・家庭・地域で力を合わせて、子どもたちの豊

かな心を育んでいくことが求められています。 

【主な取組】 

■自分と異なる意見と議論する中で道徳的価値について学び、道徳的実践力を身に付ける

ことができるよう、発問の仕方や魅力的な教材の活用・工夫など「考え 議論する道徳」

の授業づくりに取り組み、道徳科の充実を図ります。 

■学校の取組を積極的に発信し、家庭・地域と連携･協働し、道徳教育に取り組みます。 

【成果目標・指標】 

◎「全国学力・学習状況調査」児童生徒質問紙において、「先生は、あなたのよいところ 

を認めてくれていると思いますか」という質問に「当てはまる」と回答した児童生徒の 
割合 

現状値（令和４年度）：小学校 51.7％ 中学校 39.7％ 

目標値（令和８年度）：小学校 71.2％ 中学校 63.3％ 

◎「全国学力・学習状況調査」児童生徒質問紙において、「道徳の授業では、自分の考え

を深めたり、学級やグループで話し合ったりする活動に取り組んでいますか」という質

問に肯定的に回答した児童生徒の割合 

 現状値（令和４年度）：小学校 82.5％ 中学校 77.5％ 

目標値（令和８年度）：小学校 89.2％ 中学校 85.9％ 
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（３）いじめの未然防止と早期対応 

 

施策① いじめの未然防止と早期対応 

学校・家庭・地域・行政が一丸となって、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に取

り組み、早期解決に向けて関係機関と連携した組織的な対応を推進します。 

【現状】 

●教育委員会及び学校は、「鳴門市いじめ防止基本方針」、各校の「学校いじめ防止基本方

針」により、いじめの未然防止、早期発見・早期対応を進め、「鳴門市いじめ問題等対

策委員会」と連携し、いじめ問題の解決に取り組んでいます。 

●平成 29年３月に改定された「いじめの防止等のための基本方針」は、いじめの未然防

止、早期発見に重点が置かれ、学校は積極的ないじめの認知に取り組んでいます。 

●年２回の「楽しい生活を送るためのアンケート（いじめアンケート調査）」を定期的に

実施し、いじめの実態把握に努めています。  

●学校においては、「いじめ防止子ども委員会」を中心として、児童生徒自らが主体的に

いじめをなくすための取組を進めています。 

●「いじめ防止対策推進法」で規定されているいじめの重大事態と認める事案について

は、教育委員会と学校は「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に沿って対

処しています。 

【課題】 

◆いじめは命に関わる重大な問題として捉えるとともに、いじめはどの子にも、どの学校

においても起こり得るものであることや、誰もが被害者にも加害者にもなり得るもので

あるとの認識に立ち、積極的ないじめの認知、早期発見・早期対応が求められています。 

◆教職員の対応だけでは困難な場合、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカ

ー・スクールロイヤー等の専門家と連携し組織的に対応することが重要です。 

【主な取組】 

■日ごろから子どもの様子や変化を把握し、いじめの未然防止、早期発見・早期対応に努

め、いじめの積極的な認知と、迅速かつ適切で組織的な対応を行います。 

■すべての教育活動を通して、規範意識の醸成と自他のいのちを守り育てることができる

子どもの育成に努め、いじめを見逃さない学校づくりに取り組みます。 

【成果目標・指標】 

◎「鳴門市楽しい生活を送るためのアンケート」（全児童生徒対象）において、「学校は楽 

しいですか」という質問に肯定的に回答した児童生徒の割合 

 現状値（令和４年度）：小学校 91.9％ 中学校 90.8％ 

 目標値（令和８年度）：小学校 94.5％ 中学校 94.2％ 

◎「全国学力・学習状況調査」児童生徒質問紙において、「困りごとや不安がある時、先

生や学校にいる大人にいつでも相談できますか」という質問に肯定的に回答した児童生

徒の割合 

 現状値（令和４年度）：小学校 71.9％ 中学校 67.6％ 

 目標値（令和８年度）：小学校 79.8％ 中学校 78.5％ 
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（４）青少年健全育成の推進 
 

施策① 青少年健全育成の推進 

子どもたちが安全・安心に学び遊べる地域づくりを推進し、社会と関わりながら、高い

規範意識や道徳心、公共心などをもてるよう青少年健全育成に取り組みます。 

【現状】 

●教育委員会青少年センターでは、地域安全ネットワークの構築を図り、学校、警察、補

導員連絡協議会等と連携し、計画的、組織的な防犯・補導活動等の子どもの安全対策や

有害環境浄化活動を実施しています。「うずっ子ダイヤル」の活用等、青少年の悩みに

対応する相談・支援活動も行っています。 

●青少年育成鳴門市民会議においては、徳島県非行防止月間に合わせて「防ごう少年非行

市民総ぐるみ運動」を展開し、非行防止の啓発活動を行っています。 

●次代を担う青少年を育成するため、鳴門市子ども会連合会と協働し、子ども会指導者養

成講座「杉の子学校」やリーダー研修会等の体験活動を通じて、指導者としての専門的

教養と子ども会運営に関する知識・技術の習得及び子どもの健全育成を図っています。 

●子どもの放課後等の安全・安心な居場所づくりのため、地域住民等の参画を得て、放課

後等に学習や体験・交流活動を行う「放課後子供教室」を、令和４年８月現在、９小学

校区で実施し、一部の教室においては、放課後児童クラブと一体的に運営しています。 

●改正民法による成年年齢の 18歳への引き下げに伴い、成人式を「はたちの記念式典」

と名称を改め開催しています。 

【課題】 

◆地域安全ネットワークの構築による子どもの安全対策とともに、子どもの安全・安心な

居場所や、子どもが社会と関わる多様な体験活動の機会や社会貢献の機会の提供が求め

られています 

◆青少年の主要なメディアであるＳＮＳ等を通じてのトラブルが増加しており、家庭とも

連携して、児童生徒のネットマナーやＳＮＳの利用の仕方について考える機会を充実さ

せるとともに、従来から行われているＳＮＳ、スマホ指導を生活指導としての取組にと

どめず、主権者教育の一環としてメディアリテラシー教育を行うことも重要です。 

【主な取組】 

■新たな「放課後子供教室」の開設をはじめ子どもの安全・安心な居場所や子どもが社会

と関わる多様な体験活動の機会や社会貢献の機会の創出に取り組みます。 

■児童生徒や保護者対象に「ＳＮＳ安全教室」等を開催するとともに、情報の妥当性や信

頼性を踏まえて公正に判断する力などメディアリテラシーの育成に取り組みます。 

【成果目標・指標】 

◎「全国学力・学習状況調査」児童生徒質問紙において、「スマートフォン等の使い方に

ついて、家の人と約束したことを守っていますか」という質問に肯定的に回答した児童

生徒の割合 

 現状値（令和４年度）：小学校 67.7％(持っていない 17.7％）  中学校 70.1％(5.8％) 

 目標値（令和８年度）：小学校 77.4％  中学校 85.2％ 
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（５）読書活動の推進と学校図書館の充実 
 

施策① 読書活動の推進と学校図書館の充実 

「鳴門市子どもの読書活動推進計画（第４次推進計画）」に基づいた活動に取り組むと

ともに、学校図書館を充実し、学校図書館を活用した教育活動を推進します。 

【現状】 

●「鳴門市子どもの読書活動推進計画（第４次推進計画）」が概ね５年間の計画として、

令和４年４月に策定されています。 

●小･中学校の学校図書館に図書館サポーターを配置し、学校図書館利活用を促進し、学

校での読書活動の充実を図っています。 

●第４次推進計画策定にあたってのアンケート調査（令和２年度）（小５・中２対象）か

らは、読書が好きな児童生徒の割合は前回調査（平成 26年度）と比べ増加しており、

特に中学生において 63.8％→75.4％と大幅な増加が見られます。また、学校図書館の

利用の割合も、特に中学生が大幅に増加しています。学校図書館サポーターによる学校

図書館整備が進んだことが理由と考えられます。 

●徳島県教育委員会による「読書の生活化プロジェクトⅣ」を各学校・園で実施し、本や

新聞記事を活用して、調べたり、考えたり、伝え合う活動に取り組んでいます。 

●令和４年度から「鳴門まちなか絵本図書館事業」を実施し、市内の様々な場所で絵本と

出会い、親子で気軽に読書に親しむことができる環境づくりに取り組んでいます。 

【課題】 

◆「鳴門市子どもの読書活動推進計画（第４次推進計画）」に基づき、絵本の読み聞かせ

を原点とした読書に親しむ「鳴門モデル」を通して、本市のすべての子どもが主体的に

読書活動に取り組めることをめざします。 

◆生涯学習の基礎となる情報活用能力育成のため、学校図書館における図書を充実させ、

「読書センター」「学習センター」「情報センター」として整備されることが望まれます。 

【主な取組】 

■家庭で子どもと一緒に読書を楽しむ家読（うちどく）の推進と「鳴門まちなか絵本図書
館事業」の拡充を図ります。 

■学校等では、幼児教育から高等学校まで、朝読をはじめカリキュラムの中に読書の時間
を設けることをめざします。保育所・認定こども園・幼稚園においては、「１日１話」
の実施と１日１回の絵本の読み聞かせ、小･中学校、高等学校においては、読み聞かせ
の実施や読書時間の確保に取り組みます。 

【成果目標・指標】 

◎「全国学力・学習状況調査」児童生徒質問紙において、「読書が好きですか」という質

問に肯定的に回答した児童生徒の割合 

 現状値（令和４年度）：小学校 75.6％ 中学校 62.5％ 

 目標値（令和８年度）：小学校 82％  中学校 74.5％ 

◎「鳴門市子どもの読書活動に関するアンケート調査」（小５･中２対象）において、「学
校図書館へ行くことがありますか」という質問に肯定的に回答した児童生徒の割合 

 現状値（令和２年度）：小学校 72.7％ 中学校 42.5％ 

 目標値（令和８年度）：小学校 86.3％ 中学校 68.7％ 
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３ 健やかな身体を育む教育の推進 
 

（１）心身の健康や体力・運動能力の向上 
 

施策① 心身の健康や体力・運動能力の向上 

すべての子どもたちが、心身の健康の保持増進やそれぞれの体力・運動能力に応じて、

日常的に運動やスポーツに親しむことができる機会の提供に取り組みます。 

【現状】 

●小学校５年生と中学校２年生を対象とした、令和３年度「全国体力・運動能力調査」結

果から、小学校では、男子が全国平均・県平均とも上回っており、女子は全国平均より

若干低いものの、県平均は上回っています。中学校では、男子、女子ともに全国平均・

県平均を上回っています。 

●令和３年度「学校保健統計調査」によれば、５歳から 17歳までの本県の年齢別肥満傾

向児の割合は、男女ともほぼすべての年齢で全国値を上回っています。 

●小･中学校体育連盟が学校教育の一環として実施する体育活動を支援し、小･中学生の体

力・運動能力の向上、スポーツへの興味・関心の向上を図っています。 

●鳴門市チャレンジデーなど、多くの市民が参加できるスポーツイベントを実施し、スポ

ーツ参加機会の拡充に努めています。 

【課題】 

◆運動やスポーツをすることが好きな子どもの育成をめざし、体育授業の工夫・改善の一

層の推進が必要です。 

◆スマホ・ネット利用の普及を背景とした子どもの運動不足、生活リズムの乱れなど生活

習慣の改善が必要です。 

◆年齢、性別、障がいの有無等を問わず多様な人々がスポーツ活動に取り組むことができ

る生涯スポーツ環境の整備が求められます。 

【主な取組】 

■小･中学校においては、発達段階に応じ体力向上の取組を推進するため、毎年度、「体力

向上計画」を各校の実態に応じて作成・実施するとともに、健康教育の視点から運動習

慣や望ましい生活習慣の確立に取り組みます。 

■鳴門市チャレンジデーなど、多くの市民が参加できるスポーツイベントを実施し、スポ

ーツ参加機会のさらなる拡充を図ります。 

【成果目標・指標】  ※（ ）の数値は全国平均 

◎「全国体力・運動能力調査」における小・中学校児童生徒（男女別）の平均得点 

現状値（令和４年度）： 小学校 男 52.56(52.52)点  女 54.39(54.64)点 

中学校 男 41.27(41.18)点  女 49.92(48.56)点 

目標値（令和８年度）： 小・中学校男女ともに現状値以上 

◎鳴門市チャレンジデーへの参加率 

 現状値（令和４年度）：60.5％ 

 目標値（令和８年度）：60％以上の維持 
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（２）スポーツの振興と指導者の育成 
 

施策① スポーツの振興と指導者の育成 

市民やスポーツ関連団体と連携･協働して、地域のスポーツ環境の整備を図るととも

に、中学校部活動の地域移行に向けた指導者の育成等の環境づくりに取り組みます。 

【現状】 

●スポーツ協会や総合型地域スポーツクラブと連携し、子どもたちの主体的なスポーツ活

動の促進を図っています。 

●多様なニーズに対応したスポーツの場を提供するため、学校体育施設の開放によりスポ

ーツ少年団をはじめとした社会体育の振興を図っています。 

●中学校の運動部活動に部活動指導員を配置し、競技力向上に向けて、部活動指導の質的

な向上を図っています。 

●プレイヤーズファーストで、適切な活動時間及び休養日の設定、スポーツ医科学に依拠

したトレーニング、熱中症対策など、安全・安心なスポーツ環境づくりに取り組んでい

ます。 

【課題】 

◆子どもたちの主体的なスポーツ活動の促進を図るとともに、地域のスポーツ環境の整備

を図ることが必要です。 

◆令和５年度以降の中学校における「休日の部活動の段階的な地域移行」に向けて指導者

の育成等の環境整備を進めることが求められています。 

◆中学校部活動の地域移行については、教職員の働きやすい環境づくりとともに、同時に 

子どもにとっての部活動の充実が合わせて考慮されていることが重要です。 

【主な取組】 

■スポーツ協会や総合型地域スポーツクラブとの連携を一層推進し、子どもたちの主体的

なスポーツ活動の促進を図るほか、徳島ヴォルティスや徳島インディゴソックス等と連

携を図り、未就学児や児童を対象としたスポーツ教室などを積極的に開催します。 

■NARUTOスポーツコミッションと連携し、子どもたちに、プロスポーツや県外から大会

合宿で訪れたチームとのスポーツを通じた交流の場を提供します。 

■多様なニーズに対応したスポーツの場を提供するため、学校体育施設の開放を継続し社

会体育の振興を図るとともに、新たなスポーツ施設の整備について検討します。 

■中学校部活動の地域移行について、地域や各校の実情に応じた地域移行のあり方を検討

し、部活動改革を進めます。 

【成果目標・指標】 

◎中学校部活動における「部活動の地域移行」の進捗 

 現状（令和４年度）：国・県の動向、地域の実情を踏まえ、円滑な地域移行を見据えた

部活動改革について中学校長会等と協議を進めています。 

 目標（令和８年度）：地域や各校の実情に応じた部活動の地域移行を、休日の地域移行

から段階的に進めています。 
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（３）安全で安心な学校給食の提供 

 

施策① 安全で安心な学校給食の提供 

幼稚園・小中学校における完全給食の実施と、より安全で安心なおいしい学校給食の提

供に取り組みます。 

【現状】 

●平成 29年度より新たに鳴門市学校給食センターを稼働し、共同調理方式により、すべ

ての幼稚園、小･中学校において完全給食を実施しています。 

●令和２年度に大麻学校給食センターを統合し、調理・配送等業務の民間委託を実施して

います。 

●業務受託事業者と連携し、民間が有する食品衛生等に関するノウハウを活用すること

で、より安全で安心なおいしい学校給食の提供に努めています。 

●食物アレルギーを有する子どもが増加しており、学校給食においても対応を行っていま

す。 

●平成 30年度から学校給食費の完全公会計化を実施しています。 

【課題】 

◆学校給食における異物混入等の防止に努め、学校給食の安全性確保の徹底を図る必要が

あります。 

◆「学校生活管理指導表」が提出されている食物アレルギーを有する子どもへの対応にお

いて「誤食」を防ぐ学校の取組の徹底が求められます。 

【主な取組】 

■品質や価格、安全性等を考慮した食材の適切で安定的な確保に努めるとともに、調理・

配送等業務受託事業者と連携し、より安全で安心なおいしい学校給食を提供します。 

■各学校・園において、「アレルギー事故は命に関わること」との認識のもと、アレルギ

ー対応食が対象園児・児童生徒に届き、誤食を確実に防ぐ体制づくりに取り組みます。 

【成果目標・指標】 

◎「鳴門市学校給食アンケート」（小５･中２対象）における「学校給食を楽しみにしてい

ますか」という質問に肯定的に回答した児童生徒の割合 

 現状値（令和３年度）：93％  

 目標値（令和８年度）：約９割を維持 
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（４）学校給食をはじめとする地産地消と食育の推進 

 

施策① 学校給食をはじめとする地産地消と食育の推進 

学校給食をはじめとする地産地消の推進に努めるとともに、生涯を通じ健全な食生活を

実践できるよう、家庭・地域と連携した食育を推進します。 

【現状】 

●令和３年度から令和７年度までを期間とする国の「第４次食育推進基本計画」、「第４次

徳島県食育推進計画」に基づく取組が実施されています。 

●子どもの肥満傾向と痩身傾向の二極化や朝食の欠食、偏食、孤食など食に関する問題は

多岐にわたり指摘されており、本市においても同様の傾向が見られます。 

●鳴門市学校食育推進委員会を組織し、「鳴門市食育推進計画」などに基づき、食の自己

管理能力が身に付くよう、食育を推進しています。 

●毎月 19日を「なると学校食育の日」と定め、「給食発！ふるさとの味」をテーマに地場

産物を使った料理や徳島の郷土料理を献立に取り入れるとともに、市公式ウェブサイト

に地場産物を活用したレシピを掲載しています。 

●地域の特産物を使った献立の拡充等により地産地消をより一層推進するとともに、「給

食だより」を毎月発行し、地産地消・食育の啓発を図り、学校給食を通じた食育への取

組を積極的に推進しています。 

【課題】 

◆「食べることは生きること」であり、子どもたちが生涯にわたって健やかに生きるため

の基礎を培えるよう食育を通して、望ましい生活習慣の確立、食の自己管理能力の育成、

地場産物への理解と郷土愛の醸成が重要です。 

◆学校給食における地場産物活用率の向上等、地産地消の推進が求められています。 

【主な取組】 

■鳴門市学校食育推進委員会による「生活習慣調査」を実施し、子どもたちの現状を把握
し、食の自己管理能力を身に付ける食育の指導につなげます。 

■栄養教諭や学校栄養職員が、学級担任とともに「徳島県学校食育推進パワーアップ作戦」
による発達段階に応じた食に関する授業に取り組みます。 

■学校・園では栽培活動に取り組み、生産に関わる方への感謝の気持ちや食べ物を大切に
する心を育みます。 

■「食育だより」「給食だより」を発行し、地産地消・食育の啓発を図ります。 

■市内産の農水産物を学校給食に取り入れるなど、地産地消を含めた食育に積極的に取り
組みます。 

【成果目標・指標】 

◎「全国学力・学習状況調査」児童生徒質問紙において、「朝食を毎日食べていますか」
という質問に「している」と回答した児童生徒の割合 

 現状値（令和４年度）：小学校 83.7％ 中学校 82.8％ 

 目標値（令和８年度）：小学校 94.9％ 中学校 94.5％ 

◎学校給食における地場産物の活用率 

現状値（令和３年度）：65％ 

 目標値（令和８年度）：65％以上 
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４ 郷土愛を育む教育の推進 

 

（１）郷土への誇りと愛着を育む教育の推進 
 

施策① 郷土への誇りと愛着を育む教育の推進 

身近な地域の自然や歴史、文化、伝統産業等に親しむことができる学習機会の充実を図

り、郷土を誇りに思う心や郷土を愛し大切にする心を育む教育を推進します。 

【現状】 

●学校においては、徳島県や鳴門市に息づく文化芸術や文化遺産に体験的に親しんだり、

体系的に学んだりする機会を充実させる、いわゆる「あわ文化教育」を通して、郷土を

愛し誇りに思う心を育てています。 

●徳島県には、国民文化祭で魅力を発信した徳島を代表する四大モチーフ「阿波藍」「阿

波人形浄瑠璃」「阿波おどり」「ベートーヴェン『第九』交響曲」をはじめとする文化芸

術や「四国八十八か所霊場と遍路道」等の貴重な史跡や文化遺産が多数あります。 

●本市においても、世界三大潮流「鳴門の渦潮」や天然記念物コウノトリが選んだ豊かな

自然、四国八十八か所巡礼におけるお接待で知られる「おもてなし」の文化、板東俘虜

収容所跡、ベートーヴェン「第九」交響曲アジア初演の地等、多数あります。 

●生涯学習まちづくり出前講座では、本市の郷土史や文化財、伝統産業等の学習機会を提

供しています。 

【課題】 

◆先人たちの人や自然、地域を大切にする「おもいやり」に倣い、人を愛し、郷土を誇り

に思う心や郷土を愛し大切にする心を育むことが求められています。 

◆郷土を愛し誇りに思う心を基盤として、異なる文化や歴史を尊重するなど、グローバル

な視点と地域（ローカル）の視点を兼ね備えた、グローカルな人づくりが求められてい

ます。 

【主な取組】 

■「あわ文化教育」を推進し、大人になってからも、郷土の文化について誇りをもって県

内外で発信できる人づくりに取り組みます。 

■小学校では阿波踊りの習得、中学校ではベートーヴェン「第九」交響曲の学習を進めま

す。 

■中学校では、徳島県教育委員会による「あわ文化検定」の受検に取り組み、ふるさと徳

島の魅力を発信する「あわっ子文化大使」への認定をめざします。 

■生涯学習まちづくり出前講座や各種学級等を通じ、本市の郷土史や文化財、伝統産業等

の学習機会を拡充します。 

【成果目標・指標】 

◎「あわ文化検定」を受検し、「あわっ子文化大使」として認定された生徒数 

 現状値（令和４年度）：４名 

 目標値（令和８年度）：10名 
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（２）地域の誇る史実を継承する教育の推進 

 

施策① 地域の誇る史実を継承する教育の推進 

板東俘虜収容所における心温まる交流や賀川豊彦の活動など、先人たちの人を大切にす

る誇り得る歴史を学び、史実を後世に継承できる教育を推進します。 

【現状】 

●板東俘虜収容所におけるドイツ人捕虜と地域住民との心温まる交流の歴史を学ぶととも

に、ベートーヴェン「第九」交響曲アジア初演の地として「第九」交響曲に親しみ、郷

土の誇りとして後世に継承できるよう、発達段階に応じた学習が進められています。 

●小学生を対象として、ドイツ館をはじめとする関連施設や史跡を訪問する「なると第

九」学習活動事業及び「なると第九」次世代育成講習事業を実施しています。 

●中学生は、板東俘虜収容所で結ばれた交流について、「あわ文化テキストブック」等を

教材にして、各教科等の教育課程に位置づけて学習しています。 

●徳島県の小･中学校の道徳や人権学習の教材に賀川豊彦の功績が紹介されています。 

【課題】 

◆ベートーヴェン「第九」交響曲アジア初演の地となった歴史的背景を板東俘虜収容所に

まつわる歴史との関わりで体系的に学ぶ機会を充実させることが重要です。 

◆地域の誇る史実を学ぶことにより、異なる文化や歴史を尊重するなど、国際的な広い視

野をもつグローカルな人づくりが求められています。 

【主な取組】 

■板東俘虜収容所における心温まる交流や賀川豊彦の活動など、先人たちの人を大切にす

る誇り得る歴史について、発達段階に応じた学習を引き続き積極的に進めます。 

■小学生を対象とした「なると第九」学習活動事業、「なると第九」次世代育成講習事業

を継続し、各校の実情に応じた体験的な学習に取り組みます。 

■中学生を対象とした「賀川豊彦に関する作文」募集事業を活用し、中学生は賀川豊彦に

ついての学びを深めます。 

■生涯学習まちづくり出前講座等により、板東俘虜収容所における交流や友愛の歴史につ

いて学ぶことができたり、ベートーヴェン「第九」交響曲に親しむことができる場の創

出を図ります。 

【成果目標・指標】 

◎「なると第九」学習活動事業を実施している小学校の割合 

 現状値（令和４年度）：69.2％ 

目標値（令和８年度）：100％ 
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（３）次代へつなぐ文化財の継承と活用 

 

施策① 次代へつなぐ文化財の継承と活用 

貴重な共有財産として地域で育まれ伝えられてきた文化財の保護と活用を進め、地域住

民とともに次代に継承することができる環境づくりに取り組みます。 

【現状】 

●最近では、前方後円墳が段階的に発展していくことが理解できる「鳴門板野古墳群」

（平成 28年度）、大正時代にドイツ人捕虜と地域住民との間で異文化交流が活発に行わ

れた「板東俘虜収容所跡」（平成 30年度）が国指定史跡に指定されています。 

●令和３年度に新築移転した「堀江公民館」には、建設用地で発見され、発掘調査が行わ

れた「大谷秋尾谷遺跡」の展示コーナーを開設しています。 

●江戸時代の製塩施設を今にとどめる国指定重要文化財「福永家住宅」、「鳴門板野古墳

群」の一般公開や古墳ウォーキングを実施しています。 

●市内の指定・登録文化財に関する情報発信（市ウェブサイト）や「板東俘虜収容所跡」

解説パンフレットの作成・配布を行っています。 

【課題】 

◆「福永家住宅」、「鳴門板野古墳群」、「板東俘虜収容所跡」など本市が有する文化財の周

知と公開活用、学習機会の増加を図ることが求められています。 

◆「板東俘虜収容所跡」については、平和学習の場として積極的にＰＲしていくことが求

められています。 

◆長い歴史の中で守り伝えられてきた文化財の保存整備と管理体制の充実を図り、次世代

に確実に継承していくことが求められています。 

【主な取組】 

■基礎調査により歴史上、学術上価値があると認められたものについては、文化財の指定

を通じて保護するとともに、地域に根ざした活用方法を研究します。 

■指定文化財の状況調査を行い、適切な保存・修理に努めるとともに、地域に調和した整

備・活用の方法を検討します。 

■文化財の保護・活用を推進するため、基礎資料の収集・整備に努めるとともに、有形資

料の収集も進めます。埋蔵文化財の保護については、地域開発との調和を図り、円滑な

保護体制の充実に努めます。 

■文化財の公開・活用を図るため、公共施設等を利用した公開や徳島県及び文化財保護団

体との連携による活用を図り、文化財の性質に応じて多様な公開と活用の場の創出を図

ります。 

■「四国遍路」や「鳴門海峡の渦潮」のユネスコ世界遺産登録、「板東俘虜収容所関係資

料」のユネスコ「世界の記憶(記憶遺産)」登録については、県や関係機関等と連携して

推進します。 

【成果目標・指標】 

◎文化財公開事業への参加者数及びドイツ館周辺への来訪者数 

現状値（令和３年度）：文化財 195人   ドイツ館周辺 35,800人 

目標値（令和８年度）：文化財 1,000人 ドイツ館周辺 50,000人 
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５ まちぐるみの教育の推進 
 

（１）地域とともにある学校づくりの推進 
 

施策① コミュニティ・スクールの推進 

学校運営協議会において、学校と地域が教育課題を共有し、協働的な教育活動に取り組

むことにより、対話と信頼に基づく地域とともにある学校づくりを推進します。 

【現状】 

●令和４年度より、市内すべての小･中学校にコミュニティ･スクール（学校運営協議会を

設置している学校）を導入しており、令和３年５月時点では全国の公立学校の３分の１

が導入しています。 

●学校運営協議会は、「学校運営の基本方針の承認」「学校運営に関する意見」「教職員の

任用に関する意見」という３つの権限を有しています。 

●学校運営協議会の委員定数は 10名以内とすること、保護者・地域住民・教職員・その

他教育委員会が適当と認めるもののうちから校長の意見を聴取し教育委員会が任命する

こと、委員は非常勤特別職の職員の身分を有し任期は１年（再任は妨げない）とするこ

と、などを教育委員会規則において定めています。 

●本市では、コミュニティ･スクールにおける学校運営上の教育課題の１つとして、すべ

ての小･中学校が「防災」を掲げ、地域との協働的な教育活動に取り組んでいます。 

【課題】 

◆コミュニティ・スクールの導入によって、学校と地域が育てたい子ども像や学校の課題

を共有することで、多様な教育活動の実施など学校運営の充実につなげていくことが求

められています。 

◆コミュニティ・スクールが導入されたものの、教育活動の充実に向けた十分な協議がな

されない形式的な学校運営協議会とならないよう、委員がコミュニティ・スクールにつ

いて正しく理解することが重要です。 

◆教育委員会が導入後も学校に助言するなど、コミュニティ･スクール「鳴門モデル」推

進に向けて継続的な支援を行う体制が必要です。 

【主な取組】 

■各校の実情に合わせ持続可能な体制を構築し、コミュニティ･スクールを推進すること

により、地域とともにある学校づくりに取り組みます。 

■教育委員会が、導入後も学校を継続的に支援する伴走型支援を行います。 

【成果目標・指標】 

◎学校運営上の教育課題「防災」において、学校運営協議会を機能させ、防災に関する地
域との協働的な教育活動に取り組んだ小･中学校の割合 

現状値（令和３年度）：参考値 38.9％ ＊小･中学校におけるコミュニティ･スクール導入前の数値   

目標値（令和８年度）：100％ 
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施策② 校種間連携の推進 

校種間連携を推進し、就学前教育・保育施設、小・中学校の円滑な接続を図る連携教育

や幼小中一貫教育を推進します。 

【現状】 

●「小１プロブレム」「中１ギャップ」等、就学・進学の際の児童生徒の不適応が指摘さ

れています。   

●市内の公私立すべての就学前教育・保育施設から小学校への円滑な接続を実現するため

の指針である「鳴門市就学前教育・保育モデルカリキュラム」を令和３年３月に策定

し、実践しています。 

●各小･中学校に「小中連携教育推進担当者」を置き、主に中学校区を単位として、「家庭

学習強化週間」や「出前授業」等、校区の実情に応じた小中連携教育を推進していま

す。  

●瀬戸中学校区の明神幼稚園・明神小学校・瀬戸中学校においては、平成 29年度から取

り組んでいる「小中一貫（徳島モデル）推進事業」の成果をもとに、幼小中一貫「学び

のプラン」に基づいた幼小中一貫教育に取り組んでいます。 

【課題】 

◆子どもの発達や学びの連続性を確保する教育を推進し、就学前教育・保育、小･中学校

教育の円滑な接続が求められています。 

◆小中連携教育とは、小･中学校段階の教員が情報交換や交流を行うことを通じて、小学

校教育から中学校教育への円滑な接続をめざす様々な教育のことをいいます。 

◆小中一貫教育とは、小中連携教育のうち、小･中学校段階の教員がめざす子ども像を共

有し、９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育をめざす教育のことをいいます。 

◆徳島県では、平成 27年度より「小中一貫（徳島モデル）推進事業」が展開されており、

瀬戸中学校区の取組は「チェーンスクール」といわれる地域における複数の小･中学校

が、各校の人的、物的資源を相互に活用しながら多様な学びを保障する分散型小中一貫

教育であり、今後一層の多様な学びの追求が求められています。 

【主な取組】 

■就学前教育・保育施設と小学校との連携体制（連携小学校区連絡協議会）を構築し、「鳴

門市就学前教育・保育モデルカリキュラム」を活用した連携教育を推進します。 

■小中連携教育を推進し、学力向上、生徒指導、特別支援教育など様々な視点から小中連

携に取り組みます。 

■幼小中一貫教育を推進する瀬戸中学校区においては、令和４年度から２年間、学力向上

の視点から「大学連携強化！学校力向上拠点校事業」を実施し、学校力向上に向けた実

践研究に取り組みます。 

【成果目標・指標】 

◎「全国学力・学習状況調査」学校質問紙において、「近隣等の小･中学校と教育課程に関
する共通の取組を行いましたか」という質問に肯定的に回答した学校の割合 

 現状値（令和４年度）：小学校 30.8％  中学校 80％ 

  目標値（令和８年度）：小学校 77％  中学校 90％ 
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（２）鳴門教育大学との連携･協働の推進 

 

施策① 学園都市化構想の推進 

鳴門教育大学との協定に基づき、本市教育の様々な分野において、大学との連携による

学園都市化を推進します。 

【現状】 

●鳴門市、鳴門市教育委員会、鳴門教育大学の３者で、平成 25年２月に「鳴門市学園都

市化構想協定」を締結しています。 

●鳴門町をモデル地区として、就学前教育・保育、学力向上、生徒指導等６項目について

取組を進めています。 

●協定に基づき、平成 29 年度に鳴門町地区の認定こども園、幼稚園、小学校、中学校の

５校園が「教育研究拠点校」に認定されており、「教育研究拠点校」を中心として、鳴

門教育大学と市内の各校・園がより連携を密にし、実践研究活動等を推進しています。 

●学生・院生のボランティアによる「鳴門市部活動等支援サポーター派遣事業」を実施し

ています。 

●学生・院生のボランティアによる「鳴門市学習支援サポーター派遣事業」「鳴門市小学

校外国語学生サポーター派遣事業」「鳴門市中学校英語学生サポーター派遣事業」を実

施しています。 

●学生・院生のボランティアによる「鳴門市特別支援教育サポーター派遣事業」を実施し

ています。 

●「教育支援講師・アドバイザー等派遣事業」や大学施設利用により、鳴門教育大学の教

育資源を有効に活用し、教育の質の向上を図っています。 

【課題】 

◆鳴門教育大学の「教育研究拠点校」として認定された鳴門町内の学校・園を中心として、

鳴門教育大学と市内の各学校・園がより連携･協働を密に実践研究活動を推進し、その

成果を横展開し拡充していくことが求められます。 

◆鳴門教育大学との連携のもと、教育・保育現場を支援する学生・院生によるボランティ

アを、就学前教育・保育、学力向上、課外活動、特別支援教育等様々な教育分野におい

て、今後も継続していく必要があります。 

【主な取組】 

■鳴門教育大学との連携のもと、学生・院生によるボランティアを、就学前教育・保育、

学力向上、課外活動、特別支援教育等様々な教育分野において、今後も継続・充実し、

教育・保育現場を支援します。 

■「教育支援講師・アドバイザー等派遣事業」や大学施設利用など鳴門教育大学の教育資

源を有効に活用する取組を進めます。 

【成果目標・指標】 

◎「教育研究拠点校」として認定された鳴門町内の学校・園において、就学前教育・保育
から中学校教育まで、包括的な学力向上の実践研究を進めます。 

 現状（令和４年度）：令和５年度からの実施に向けて実践研究プランを作成しています。 

目標（令和８年度）：学校・園で包括的な学力向上の実践研究に取り組んでいます。 
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施策② 鳴門教育大学との連携･協働の推進 

地元に教育大学がある強みを生かし、教育の様々な分野における鳴門教育大学との連

携･協働のもと、教育の質の向上と多様な教育課題の解決に取り組みます。 

【現状】 

●小･中学校における一人１台タブレット端末の活用を加速・充実させるため、令和３年

度に鳴門教育大学とともに立ち上げた「鳴門市ＩＣＴコラボチーム」による共同研究・

実践を進めています。 

●外国青年と小学生の国際交流活動における留学生との交流や、中学生の理数オリンピッ

クの監修、フェーズフリーの実践研究など、連携･協働のもと教育の質の向上に取り組

んでいます。 

●鳴門市立図書館と鳴門教育大学付属図書館は、平成 19年以降連携協力関係を継続し、

各図書館での交換展示等を実施しています。 

●鳴門市が運営する各種審議会及び委員会等において、委員として専門的知見からの指

導・助言を行う等、令和２年度では 61の審議会等に大学教員が参加しています。 

●子どもや保護者、教職員の様々な教育課題についての相談事業等の講師として、大学教

員が教育課題の解決にともに取り組んでいます。 

●鳴門教育大学教育・文化フォーラムを時宜に適したテーマで、オンデマンド型により開

催しています。 

●鳴門教育大学・大学院の教員インターンシップ等の多種多様な教育実習の受け入れに協

力しています。 

●生涯学習まちづくり出前講座において、鳴門市と鳴門教育大学との連携事業講座とし

て、豊富な学習メニューが市民に提供されています。 

【課題】 

◆教育の質の向上と多様な教育課題の解決に向けて、地元に教育大学がある強みを生かし

た取組のさらなる推進・充実が求められています。 

◆これから求められる子どもの資質･能力の育成のために、鳴門教育大学、鳴門市教育委

員会、鳴門市内の学校・園の三者がいかに連携･協働し、学校・園現場の実践にどうつ

なげていくかが求められています。 

【主な取組】 
 

■地元に教育大学がある強みを生かしたこれまでの取組のさらなる推進・充実に取り組む

とともに、児童生徒の大学訪問等の「鳴門ならでは」の新たな連携･協働の取組を進め

ます。 

■「鳴門市ＩＣＴコラボチーム」の取組を推進することにより、ＩＣＴ利活用実践事例を

蓄積し、学校現場のよりよいＩＣＴ利活用実践につなげます。 

【成果目標・指標】 

◎「鳴門市ＩＣＴコラボチーム」が蓄積するＩＣＴ利活用実践事例数 

 現状値（令和３年度）： ５事例 

 目標値（令和８年度）：24事例 
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（３）子どもの学びを支える教育環境の確保 

 

施策① 安心して学ぶことができる教育環境づくり 

すべての子どもたちの学習機会を保障するため、関係機関と連携を強化し、多様な子ど

もたちが安心して学ぶことができる教育環境を確保します。 

【現状】 

●就学援助制度等による就学への経済的支援や「なるとまるごと子育て応援パッケージ」

による子育て家庭への経済的支援など子どもたちが安心して学ぶことができる経済的支

援策や生活支援策を講じています。 

●児童虐待や子どもの貧困、ヤングケアラーなど多様な背景をもつ子どもの学びを支える

教育環境づくりが求められています。 

●日本語指導が必要な外国人児童生徒や性的マイノリティの児童生徒など、子ども一人ひ

とりの課題や教育的ニーズが多様化しています。 

【課題】 

◆学校・教職員は、児童虐待を発見しやすい立場にあることから虐待の早期発見に努め、

虐待が疑われる場合は児童相談所等専門機関に通告し、学校・教育委員会には専門機関

との連携も含めた児童虐待への早期対応が求められています。 

◆子どもの貧困対策には、貧困の世代連鎖を解消するため、学校をプラットフォームとし

た対策が重要であり、学力保障はもちろんのこと、子どもを視点としてひとり親家庭や

生活困窮世帯などに対するキャッチアップの感度を高め、支援策につなげていく役割が

求められています。増加する若手教職員にそうした認識をもたせることも重要です。 

◆ヤングケアラーを発見しやすい立場にある学校・教職員が、ヤングケアラーに対する早

期発見のためのシグナル等についての認識を深め、必要なときには速やかに福祉サービ

スの適切な支援につなぐことが求められています。 

◆多様化する子どもの課題や教育的ニーズに対して、学校の組織的な対応やきめ細かな支

援、相談体制の充実が求められています。 

【主な取組】 

■児童虐待や子どもの貧困、ヤングケアラーなどの家庭内の表面化しにくい問題を早期に

発見・把握するために、学校・教職員に対してこうした問題に関する研修や学ぶ機会の

創出に取り組みます。 

■子どものもつ背景等の多様性を前提に、学校だけでは解決が困難な課題に対して、外部

関係機関や庁内関係部署と連携を強化して、組織的に対応します。 

■就学への経済的支援等について適宜見直し、すべての子どもたちの学習機会の保障に取

り組みます。 

【成果目標・指標】 

◎児童虐待や子どもの貧困、ヤングケアラーについて認識を深め、早期に発見・対応する

ために学校・教職員を対象とした教育委員会主催の研修の実施回数 

 現状値（令和３年度）：教育委員会主催の研修  ０回 

 目標値（令和８年度）：児童虐待 ２回 子どもの貧困・ヤングケアラー ２回 
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施策② 子どもの可能性を引き出し広げる教育制度の改善 

子どもの可能性を引き出し広げることができる魅力的な教育に資するという観点から、

現行の教育制度の検証と改善を推進します。 

【現状】 

●市内のすべての幼稚園、小・中学校で平成 17年から２学期制を導入し、秋休みの廃止

等の改善を加えながら実施しています。 

●２学期制の実施については保護者や教職員等のアンケート調査結果等を踏まえ再検討が
なされ、「当面の間、３学期制のメリットを取り入れた２学期制を実施していく」こと
と、令和元年度に決定しています。 

●中学校は平成 27年度から、小学校は平成 31年度から夏季休業日の短縮を実施していま

す。 

●徳島県においては、少人数学級化が進められていましたが、国において「公立義務教育
諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律」が令和３年４月改正されたこと
により、小学校の学級編制の標準が 35人に引き下げられ、令和３年度から令和７年度
まで５年間かけて段階的に実施されています。 

●徳島県の公立高等学校普通科における通学区域制（学区制）は、昭和 47年度入学者選
抜において導入されて以降、部分的な制度変更は行われてきましたが、３通学区域制を
維持し、現行の制度に至っています。 

【課題】 

◆２学期制については、「当面の間、３学期制のメリットを取り入れた２学期制を実施し
ていく」ことと決定していることから、より教育効果の高い２学期制の実施が求められ
ています。 

◆公立高等学校普通科における通学区域制（学区制）は、地元高校の育成や不本意な遠距
離通学の抑制など一定の役割を果たしてきた一方で、徳島市内普通科において学区内外
の生徒間で合格最低点に大きな差が生じており、生徒同士の切磋琢磨する機会を十分に
は保証していないといった課題が顕在化しています。 

【主な取組】 

■子どもの可能性を引き出し広げるという観点から、３学期制のメリットを取り入れた、
より教育効果の高い２学期制の実施に取り組みます。 

■本市中学生の公立高等学校普通科受検における公平性の確保を実現するため、徳島県教
育委員会に積極的に働きかけを行うなど、公立高等学校普通科における通学区域制（学
区制）の廃止に向けた取組を進めます。 

【成果目標・指標】 

◎３学期制のメリットを取り入れた、より教育効果の高い２学期制に取り組みます。 

 現状（令和４年度）：小･中学校では、夏休み開始時期に通知表に代わるものとして「連

絡表」「実力テスト結果」等を保護者に提供しています。 

目標（令和８年度）：現状を維持しつつ、より教育効果の高い２学期制に向けた検証と

改善を進めています。 
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（４）安全・安心で快適な学びの場の整備 
 

施策① 安全・安心で快適に学ぶことができる施設・設備の整備 

子どもたちが、安全・安心で快適に学ぶことができる学校施設・設備の整備を推進しま

す。 

【現状】 

●学校施設耐震化率は、100％です。 

●令和３年度までに幼稚園の保育室、リズム室等、小･中学校の普通教室、特別教室等へ

エアコン設備の設置を完了しています。 

●平成 28年度から令和６年度までの年次計画により、幼稚園と小・中学校のトイレ環境

の改善（洋式化、老朽化対策）を進めています。 

●幼稚園、小･中学校の不審者侵入対策として、防犯カメラやセンサーライトを設置して

います。 

●日常点検や定期点検、現地調査による安全点検により、安全上・防犯上、設備等の設置

や改修が必要な箇所の整備や、倒壊等の危険がある箇所の安全対策を随時実施していま

す。 

●学校現場における新型コロナウイルス感染症予防対策に迅速かつ柔軟に対応し、子ども

たちの安全・安心の確保を図っています。 

●「鳴門市学校施設長寿命化計画」（令和２年度策定）に基づき、効率的で効果的な施設

整備の観点から、学校施設の長寿命化を推進しています。 

【課題】 

◆学校施設の老朽化対策や定期的な安全点検等により、教育環境の向上と継続した施設・

設備の安全性の確保が求められます。 

◆定期点検や現地調査を通じて施設・設備の劣化状況等の把握に努めるとともに、予防保

全に考慮し、トータルコストの縮減及び予算の平準化に向けて計画的に修繕・更新を行

うなど施設整備を推進する必要があります。 

◆子どもの学びを支える学校施設・設備の機能の充実等、環境整備が求められています。 

【主な取組】 

■学校トイレ環境改善のための改修を計画的に推進します。 

■点検や現地調査の実施により、施設・設備及び遊具等の適切な維持管理に努めるととも

に、予防保全に考慮し、計画的に修繕・更新を行うなど安全対策のための整備に取り組

みます。 

■子どもたちの生活スタイルや社会状況の変化に対応した快適な教育環境の充実を図り

ます。 

【成果目標・指標】 

◎小･中学校における学校トイレの洋式化率 

 現状値（令和３年度）：65.9％ 

 目標値（令和８年度）：80％ 
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施策② 「第二期鳴門の学校づくり計画」の推進 

子どもたちが、将来にわたって質の高い教育を受けることができるよう、子どもの教育

条件の改善を中心に据え、望ましい学校再編のあり方について検討を進めます。 

【現状】 

●第二期鳴門の学校づくり計画(平成 29年５月)に基づき、学校の再編を進めています。 

●第二期鳴門の学校づくり計画に示された、再編計画（短期・中期）の一部実施により、

令和５年３月現在、５中学校１分校、14小学校（うち１校休校）、７幼稚園となってい

ます。 

●少子化の進行により子どもの数が減少しており、令和４年度は鳴門東小学校、堀江南小

学校において、複式学級の学級編制となっています。 

●学校（園）再編により、休閉校（園）となった施設については、地域活性化につながる

民間活力の導入や公私連携施設等の導入を含め、地域の実情や要望を踏まえた検討を行

い、利活用の促進を図っています。 

【課題】 

◆小規模化が進む学校では、子ども同士で切磋琢磨する機会が減少し、人間関係の固定化、
協働的な学びや部活動等の多様な教育活動が成立しにくいなどの課題があります。 

◆第二期鳴門の学校づくり計画で目標とした再編計画について、保護者・地域住民と教育
上の課題やビジョンを共有し、理解を得ながら検討を進める必要があります。 

◆幼稚園については、小学校との併設という鳴門市独自の方式により、就学前教育と子育
て支援に貢献してきましたが、子ども・子育て支援新制度への移行に伴い、就学前教育
における公立幼稚園の果たすべき役割についてさらなる検討が必要です。 

◆休閉校（園）施設の利活用については、引き続き、地域の実情や要望を踏まえた検討を
行い、地域活性化に向けて文部科学省の「みんなの廃校プロジェクト」を活用するなど、
利活用を促進することが求められています。 

【主な取組】 

■学校規模の適正化・適正配置についての検討は、子どもの教育条件の改善の観点を中心
に据え、保護者・地域住民と教育上の課題やビジョンを共有し、理解を得ながら進めま
す。 

■質の高い教育活動を展開するため、持続的で魅力ある学校づくり・学校教育のための取
組の検討を進めます。 

■休閉校（園）施設の利活用については、引き続き、地域の実情や要望を踏まえた検討を
行い、状況に応じ民間活力の導入も含めた利活用の促進を図ります。 

【成果目標・指標】 

◎子どもの教育条件の改善を中心に据えた望ましい学校再編のあり方の検討を、保護者・
地域住民と教育上の課題やビジョンを共有し、理解を得ながら進めます。 

 現状（令和４年度）：必要に応じて、望ましい学校再編のあり方について、保護者・地 
域住民との意見交換会等を開催し、検討を進めています。 

 目標（令和８年度）：必要に応じて、望ましい学校再編のあり方について、保護者・地 
域住民との意見交換会等を開催し、検討を進めています。 
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６ これからの時代に対応する教育の推進 

 

（１）いのちを守る防災・安全教育の推進 

 

施策① いのちを守る防災・安全教育の推進 

家庭・地域と連携し、地域の特性や学校の実情に応じた危機管理に努めるとともに、生

涯を通じて自他のいのちを守ることができる防災・安全教育を推進します。 

【現状】 

●学校においては、「学校防災計画（危機管理マニュアル）」「学校安全計画」を策定し、

学校防災・学校安全体制の整備を図っています。 

●「鳴門市学校防災推進会議」「同実務者部会」において、「鳴門市学校・幼稚園防災推進

計画」に基づく取組の共通理解を図り、学校・園が足並みを揃えた取組を推進していま

す。また、フェーズフリーを学校教育に導入し、子どもたちの災害対応能力や判断力の

向上に努めています。 

●令和４年度から市内小･中学校で取り組んでいるコミュニティ･スクールに「防災」を位

置づけて、地域との協働活動に取り組んでいます。 

●各幼稚園、小･中学校においては、自主防災会や地域、関係機関と連携･協働した避難訓

練を実施しています。中学校には、防災クラブが設置され活動しています。 

●「鳴門市通学路安全点検プログラム」に基づく改善を継続的に実施し、学校安全ボラン

ティア（スクールガード）の配置や地域学校安全指導員（スクールガードリーダー）の

巡回活動等による通学路の安全確保を行っています。 

●新型コロナウイルス感染症対策として「学校の新しい生活様式」を踏まえた教育活動に

取り組み、感染症対策と子どもたちの学びの保障の両立を図っています。 

【課題】 

◆甚大な自然災害をはじめ、子どもたちの安全を脅かす事案は、いつ・どこでも起こり得

るため、子どもの命を守ることを最優先に安全・安心な学校づくりが求められています。 

◆地域の災害リスクを踏まえた実践的な防災教育の充実や、学校や地域の安全文化の醸成

を図るため、学校と地域の連携･協働体制を構築することが求められています。 

【主な取組】 

■毎月１日を「フェーズフリーの日」と定め、学校防災・安全の推進を意識化する取組を

推進します。 

■各学校の学校防災・学校安全体制の見直し・改善を繰り返し行い、実効性のある体制づ

くりに努めます。 

■学校と地域の連携･協働体制を構築し、地域の特性や学校の実情に応じた危機管理を進

め、地域と協働した防災力の向上に取り組みます。 

【成果目標・指標】 

◎CONCEPT ＆ GUIDEBOOK for School「いつもともしもがつながる『学校のフェーズフリ

ー』」のコンテンツ（実践事例）掲載数 

 現状値（令和３年度）： 67コンテンツ 

 目標値（令和８年度）：117コンテンツ 
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（２）外国語教育・国際理解教育の推進 

 

施策① 外国語教育・国際理解教育の推進 

未来にはばたく子どもたちが、確かな英語力と豊かなコミュニケーション力を身に付け

ることができるよう、発達段階に応じた外国語教育・国際理解教育を推進します。 

【現状】 

●学習指導要領の改訂に伴い、令和２年度より小学校３・４年生で「外国語活動」、小学

校５・６年生で教科としての「外国語」が導入されています。 

●小･中学校、高等学校において令和３年度から令和７年度までの５か年計画で「徳島県

英語教育推進計画 COMPASS」が策定され、取り組まれています。 

●本市においては、令和４年度までの 10年間にわたり「世界にはばたく鳴門の子ども育

成プラン」による外国語教育・国際理解教育を推進し、小学校外国語教育での全国的な

実践研究実績や中学生の英語力のアップ（CEFR A1レベル相当 25.6％→53.5％ ※取

得率ではありません）など成果をあげてきました。※CEFR A1レベル＝英検３級相当 

●ＡＬＴ（外国語指導助手）や外国語活動支援員の増員により、週１回以上のＡＬＴとの

TT授業が実施されている等、外国語教育の充実に努めています。 

【課題】 

◆グローバル化が進展する未来を生きる子どもたちに、確かな英語力や異文化の理解、豊

かなコミュニケーション力を育むことが求められます。 

◆グローバルな視点と地域（ローカル）の視点を兼ね備えた、未来にはばたくグローカル

な人材の育成が求められており、郷土鳴門について英語で学ぶことができる教材が必要

です。 

◆中学生の英語力を適正に把握し指導の改善に努めるとともに、小･中学校において「話

すこと」の能力を意識した授業改善が必要です。 

【主な取組】 

■一人１台タブレット端末を活用したオンライン学習に取り組みます。 

■郷土鳴門について英語で学ぶことができる教材として、「ふるさと英語カルタ」を作成

し、市内小･中学校に配布します。 

■外国語教育でのＩＣＴ活用促進のため、教育委員会が主導し実践事例や教材、ワークシ

ート等のデータ化共有を図ります。 

【成果目標・指標】 

◎市内中学生の CEFR A1レベル（英検３級相当）取得率 

 現状値（令和３年度）：26.7％ 

 目標値（令和８年度）：50％ 

◎「鳴門市英語学習についての意識調査」（小３～中３対象）における「英語で鳴門の魅
力を伝えられる」割合 

現状値（令和４年度）：現状値なし ＊令和５年度から意識調査質問項目に設問予定のため 

 目標値（令和８年度）：45％（中学校３年生） 
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（３）ＳＤＧｓ教育（ＥＳＤ）の推進 

 

施策① ＳＤＧｓ教育（ＥＳＤ）の推進 

未来を担う子どもたちが、持続可能な社会の創り手として活躍できるよう、教育活動全

体を通じて、ＳＤＧｓとの関係を意識した教育活動を推進します。 

【現状】 

●持続可能な社会について理解を深めるため、発達段階や学校、地域の実情に応じて、教

育活動全体にＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）教育を位置づけ実践しています。 

●持続可能な社会を実現していくことをめざして行う教育活動であるＥＳＤ（持続可能な

開発のための教育）を総合的な学習の時間に取り入れ、身近なところからの体験活動に

取り組んでいる学校もあります。 

【課題】 

◆「すべてのＳＤＧｓが教育に期待している」とも言われ、ＥＳＤは持続可能な社会の創

り手づくりを通じて、17 すべての目標の達成に貢献するものであり、一層の推進が求

められています。 

◆ＥＳＤの取組が、児童生徒の主体的・協働的に学ぶ力を高めること、学校と地域との連

携を促進することなど、教育課題や地域課題の解決につながるものと捉えることも重要

な視点です。 

◆「持続可能な社会の構築」に向けてのアプローチは様々であり、学校・地域における「持

続可能な社会」とは何かについて考え、「ＳＤＧｓを自分ごと」と捉えて児童生徒が学

ぶべき課題を設定し、取り組むことも重要です。 

【主な取組】 

■ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について子どもたちの理解が深まるよう、各教科等に

おいてＳＤＧｓとの関係を意識した教育活動を展開します。 

■学校や地域の実情に応じてテーマを設定し、問題解決的な学習を適切に位置づけ、体験

や活動を取り入れた学習者の主体的な学びの機会を充実します。 

■ＥＳＤの視点をもった国際理解教育や国際交流に取り組みます。 

■学校教育だけでなく社会教育の分野においても、様々な機会を捉えＳＤＧｓについて学

ぶ場を創出します。 

【成果目標・指標】 

◎「全国学力・学習状況調査」児童生徒質問紙において、「地域や社会をよくするために
何をすべきかを考えることがありますか」という質問に肯定的に回答した児童生徒の割
合 

 現状値（令和４年度）：小学校 49.8％ 中学校 41％ 

 目標値（令和８年度）：小学校 65.6％ 中学校 60.1％ 
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（４）生涯にわたる学びを支える学習環境の整備 

 

施策① 生涯学習の推進と公民館活動 

地域のニーズに応じた生きがいにつながる多様な学習機会を創出し、地域に密着した学

びの拠点として、地域と連携･協働する公民館活動を推進します。 

【現状】 

●生涯学習まちづくり出前講座は、受講者のニーズに応えた多様な学習内容を積極的に取

り入れるよう努めています。 

●女性学級、成人学級、高齢者学級の運営継続・内容の充実を図るため、学級運営をサポ

ートする社会教育指導員や学級長の人材確保・資質向上に努めています。 

●公民館短期講座は、市民の興味関心の高い分野に焦点を当てたテーマ学習を取り入れ、

多様な学習ニーズに合った学習機会の提供に努めています。 

●堀江公民館の新築工事が令和３年３月に竣工し、休館中の粟田公民館を除く 10館全て

が耐震性を有しました。また、大型公民館９館には Wi-Fi環境を整備しています。 

【課題】 

◆公民館の活用において、施設利用の利便性の向上や多様な学習機会を創出し、幅広い世

代の利用の促進が求められています。 

◆社会教育施設の長寿命化や利用者が快適に利用できる環境整備が求められています。 

◆人生 100年時代において、生きがいをもっていきいきと生活が送れるよう、生涯学習活

動での学びの成果を地域で生かし、地域や社会と関わり続けることができる生涯学習や

社会教育が求められています。 

【主な取組】 

■各種学級の充実や Wi-Fi環境を利用した新たな講座の開設により、幅広い世代の方の公

民館利用を促進し、より充実した生涯学習の推進を図ります。 

■誰もが地域や学習に関する情報を得ることができるよう、地域情報や学習情報を積極的

に発信します。 

■計画的な修繕等により、社会教育施設の長寿命化や利用者が快適に学ぶことができる環

境整備を進めます。 

■令和３年４月に開校した県立夜間中学校「県立しらさぎ中学校」に係る広報・周知活動

や、就学援助に準じる経済的支援などの連携･協力を図ることにより、様々な理由で義

務教育を終了していない市民の学び直しの機会を確保します。 

【成果目標・指標】 

◎公民館の年間のべ利用人数 

 現状値（令和３年度）：40,385名 

 目標値（令和８年度）：78,300名 
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施策② 生涯にわたる学びを支える図書館サービスの充実 

図書館利用者の多様なニーズに応じた資料、蔵書の充実を図るとともに、情報拠点、学

びの場として生涯にわたる学びを支える図書館サービスの充実に取り組みます。 

【現状】 

●市立図書館は、ＮＰＯ法人との協働による図書館運営により、図書館サービスの充実・

向上に努めています。 

●図書館機能の充実や利便性の向上を図るため、令和元年度に市立図書館の館内施設及び

移動図書館車をリニューアルしています。 

【課題】 

◆図書館は、利用者の多様なニーズに応じた蔵書構成に努め、誰もが本に親しみ、生涯に

わたって学び続けられる知的インフラであることが重要です。 

◆図書館・学校・各種機関・民間団体等との連携を図り、読書を推進するまちづくりが求

められています。 

◆子どもの読書活動の推進に向けた社会的気運を醸成することが大切です。 

◆電子図書の進展や読書のバリアフリー化の推進、新型コロナウイルス感染症による影響

等への対応が必要です。 

【主な取組】 

■図書館資料等の充実に努め、各種催しを通じて図書館が情報拠点や学びの場として活用

されるよう取り組みます。 

■「鳴門市子どもの読書活動推進計画（第４次推進計画）」の「鳴門モデル」の推進に取

り組みます。 

■絵本の読み聞かせを原点としながら、読書を楽しむという習慣や価値観を家庭、地域、

学校等の各分野で周知・啓発し、読書活動の推進や子どもへの読み聞かせをする気運を

高めます。 

■障がいの特性や程度に応じた、様々な分野のアクセシブル（利用しやすい）書籍等の充

実やサービスの周知に努めるとともに、電子図書の導入等について調査研究します。 

【成果目標・指標】 

◎市立図書館の来館人数 

 現状値（令和３年度）：68,105名 

 目標値（令和８年度）：80,000名 

◎市立図書館の年間貸出冊数 

 現状値（令和３年度）：145,706冊 

 目標値（令和８年度）：171,000冊 
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資料編  

１ 社会教育に関する現状データ 

 

（１）鳴門市立図書館 

  ■鳴門市立図書館の利用状況 

鳴門市立図書館の利用状況をみると、登録人数は毎年度緩やかに増加しています。個人貸 

出冊数については平成 30年度は図書館耐震改修工事により、令和２年度は新型コロナウイ 

ルス感染拡大防止のため一定期間休館したことによりそれぞれ例年より減少したと考えら 

れます。団体貸出については、平成 30年度以降は平均 9,000冊前後で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ■鳴門市立図書館の蔵書数 

鳴門市立図書館の蔵書数をみると、平成 27年度から令和元年度まで年々減少したものの 

令和２年度以降増加に転じ、令和３年度には 205,107冊となっています。 

分類別にみると文学がもっとも多く、次いで芸術（絵本紙芝居を含む）となっています。 
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（２）会館等の教育施設 

 ■婦人会館の利用状況 

婦人会館の利用状況をみると、全体の利用回数は、平成 28年度より減少を続けており、特に 

令和２年度には前年度と比較して約５割減となりました。これは、新型コロナウイルスの影響

により利用制限を実施したことによるものと考えられます。利用人数についても、平成 28 年

度以降減少していましたが、新型コロナウイルス感染症対策を徹底して施設の運営にあたった

ことにより、令和３年度には、すべての利用者で増加に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ■公民館の利用状況 

公民館の利用状況をみると、全体の利用回数は、平成 28年度より減少を続けており、特に 

令和２年度には前年度と比較して約３割減となりました。これは、平成 29～30年度にかけて 

改修工事を行ったことや、新型コロナウイルスの影響により利用制限を実施したことによるも 

のと考えられます。公民館別にみると、斎田･川東・板東で特に多く利用されています。また、 

利用人数の合計については、令和２年度まで利用回数と同様に減少していましたが、令和３年 

度には１回あたりの利用人数が増加しています。 
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利用回数 （婦人会） 利用回数 女性学級
利用回数 その他 利用人数 婦人会
利用人数 女性学級 利用人数 その他

（回） 
（人） 

156     
179     

128    
124    121    

56    

93    

資料：鳴門市教育委員会 

資料：鳴門市教育委員会 

※粟田は令和 3年 3月休館、桑島は令和 4年 3月に閉館 

（人） （回） 
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２ 社会体育に関する現状データ 

 

（１）体育施設 
 

体育施設の利用状況をみると、全体の利用件数は令和元年度以降増加しており、令和３年

度には 1,518件となっています。施設別にみると、勤労者体育センターの利用件数がもっと

も多くなっています。利用人数については、平成 27年度以降、勤労者体育センターがもっと

も多くなっており、令和３年度には 18,566人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）スポーツ少年団 
 

スポーツ少年団は、スポーツによる子どもや青少年の健全育成を目的に活動しており、 

約２割の小学生が加入しています。 

 

 
 

年度 
団数 

（団） 

登録人数（人） 
実施種目 

指導者 団員 

平成 29年度 34 144 507 

サッカー    野球 

バレーボール  ミニバスケット 

陸上      剣道 

卓球      少林寺拳法 

平成 30年度 33 133 463 

令和元年度 33 130 480 

令和 2年度 33 134 426 

令和 3年度 31 117 451 

13,896 15,079 15,030 13,153 

12,761 

15,867 

18,566 

9,519 

7,142 

5,141 

8,531 

6,973 

6,752 
7,133 

13,087 

12,022 
11,154 11,702 9,540 

6,855 7,377 

0
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1,600

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

勤労者体育センター 利用件数 市営球場 利用件数

体操場 利用件数 勤労者体育センター 利用人数

市営球場 利用人数 体操場 利用人数

（件） （人） 

1,221 
1,248 1,237 

1,209 
1,166 

1,266 

1,518 
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（３）スポーツ大会等 

  ■子ども・青少年 

子ども・青少年のスポーツ大会等の状況をみると、鳴門クロスカントリーについては、新

型コロナウイルス感染症の影響により令和２年度、３年度と中止になっております。スポー

ツ少年団駅伝競走大会については、参加団数は平成 29年度以降、年々増加傾向にあります。 

 

年度 

鳴門クロスカントリー 

（申込者数） 

スポーツ少年団 

駅伝競走大会 

（申込者数） 

小学生 

（人） 

中学生 

（人） 

高校生 

（人） 

団数 

（団） 

小学生 

（人） 

平成 29年度 180 38 45 15 101 

平成 30年度 199 32 55 19 147 

令和元年度 184 44 53 16 114 

令和 2年度 中止 20 144 

令和 3年度 中止 21 183 

 
 

 

  ■小学生・中学生・高校生以外 

小学生・中学生・高校生以外のスポーツ大会等の状況をみると、鳴門クロスカントリーに

ついては、新型コロナウイルス感染症の影響により令和２年度、３年度と中止になっており

ます。鳴門市チャレンジデーについては、参加者数は年度によって増減がありますが、令和

３年度は大幅に減少し、33,367人となっています。 

 

年度 

鳴門クロス 

カントリー 
鳴門市チャレンジデー 

申込者数 

（人） 

参加者数 

（人） 

イベント数 

（件） 

参加率 

（％） 

平成 29年度 83 38,115 45 64.0 

平成 30年度 82 37,235 43 63.6 

令和元年度 70 38,479 46 66.6 

令和 2年度 中止 中止 

令和 3年度 中止 33,367 ０ 59.3 
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（４）顕彰等 

  ■子ども・青少年 

子ども・青少年の顕彰等の状況をみると、鳴門市教育委員会表彰、スポーツ協会表彰につ

いては、小学生・中学生・高校生のすべてにおいて減少傾向にあります。 

 

年度 

鳴門市教育委員会 

表彰 

スポーツ協会表彰 

（優秀者・奨励者） 

鳴門市 

スポーツ 

少年団表彰 

小学生 

（人） 

中学生 

（人） 

小学生 

（人） 

中学生 

（人） 

高校生 

（人） 

小学生 

（件） 

平成 29年度 － 23 35 １ ３ １ 

平成 30年度 １ － 14 １ ６ １ 

令和元年度 － ６ 14 ６ ６ １ 

令和 2年度 １ － ５ ２ ７ ０ 

令和 3年度 － ２ １ １ ４ ０ 

 
 

 

 

  ■大学生・社会人 

大学生・社会人の顕彰等の状況をみると、功労者表彰・優秀者表彰については増減があり

ますが、奨励者表彰・優秀者特別表彰については減少傾向にあります。 

 

年度 

スポーツ協会表彰（大学生・社会人） 

功労者表彰 

（人） 

優秀者表彰 

（人） 

奨励者表彰 

（人） 

優秀者 

特別表彰 

（人） 

平成 29年度 ４ 11 １ ０ 

平成 30年度 ５ 15 １ ０ 

令和元年度 ４ 12 １ ０ 

令和 2年度 ３ 10 ０   ０ 

令和 3年度 ３ 13 １ ０ 
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３ 文化財保護に関する現状データ 

 

（１）市内の指定文化財 

  ■国指定文化財 

国指定文化財の状況をみると、名勝鳴門をはじめ、９つの文化財が指定されています。 

 

 種別 名称 所在地 

１ 名勝 鳴門 鳴門町土佐泊浦 

２ 史跡 鳴門板野古墳群 大津町大代、大麻町池谷・萩原 

３ 史跡 板東俘虜収容所跡 大麻町桧 

４ 重要文化財彫刻 木造阿弥陀如来坐像 大麻町桧 

５ 重要文化財彫刻 木造弥勒菩薩坐像 大麻町大谷 

６ 重要文化財建造物 福永家住宅 鳴門町高島 

７ 重要文化財建造物 宇志比古神社本殿 大麻町大谷 

８ 重要有形民俗文化財 鳴門の製塩道具 撫養町南浜 

９ 重要無形民俗文化財 阿波人形浄瑠璃 鳴門町ほか６市町村 

 

  ■県指定文化財 

県指定文化財の状況をみると、天然記念物の飛鳥のイブキ群落をはじめ、11の文化財が指

定されています。 

 

 種別 名称 所在地 

１ 天然記念物 飛鳥のイブキ群落 鳴門町土佐泊浦 

２ 有形文化財絵画 絹本著色千手観音像 撫養町斎田 

３ 有形文化財絵画 絹本著色絹本阿弥陀尊来迎図 大麻町大谷 

４ 有形文化財絵画 絹本著色両界曼荼羅 大麻町桧 

５ 有形文化財彫刻 木造薬師如来座像 里浦町里浦 

６ 有形文化財彫刻 阿波人形浄瑠璃人形頭別師頭 撫養町林崎 

７ 有形文化財彫刻 阿波人形浄瑠璃人形頭娘頭 撫養町林崎 

８ 有形文化財歴史資料 板東俘虜収容所関係資料 大麻町桧 

９ 史跡 鳴門市森崎の貝塚 大麻町大谷 

10 史跡 ドイツ橋 大麻町板東 

11 無形民俗文化財 宇佐八幡神社のお御供 撫養町黒崎 

 

 

 

資料：鳴門市文化交流推進課 

資料：鳴門市文化交流推進課 

 



 

ともに学び 育ち合う 共育
きょういく

のまち鳴門 

73 
 

 

資 

料 

編 

 

  ■市指定文化財 

市指定文化財の状況をみると、有形文化財絵画の絹本著色伝唐筆涅槃図をはじめ、57の文

化財が指定されています。 

 

 種別 名称 所在地 

１ 有形文化財絵画 絹本著色伝唐筆涅槃図 瀬戸町北泊 

２ 有形文化財絵画 柿本人麻呂画像 里浦町里浦 

３ 有形文化財絵画 近江八景の絵馬 撫養町黒崎 

４ 有形文化財絵画 近江のお兼の絵馬 撫養町黒崎 

５ 有形文化財絵画 桑島八幡神社の大絵馬 撫養町大桑島 

６ 有形文化財彫刻 木造十一面観音立像 撫養町小桑島 

７ 有形文化財彫刻 木造阿弥陀如来坐像 撫養町小桑島 

８ 有形文化財彫刻 木造阿弥陀如来立像 撫養町岡崎 

９ 有形文化財工芸品 貞和在銘の石灯籠 撫養町北浜 

10 有形文化財工芸品 中山焼 撫養町北浜 

11 有形文化財古文書 塩田開起録 撫養町黒崎 

12 有形文化財古文書 塩田開起の制札 撫養町黒崎 

13 有形文化財古文書 紙本墨書駅路寺文書 撫養町木津 

14 有形文化財古文書 声明集 撫養町斎田 

15 有形文化財古文書 瑞龍志 撫養町斎田 

16 有形文化財古文書 紙本墨書浜方証文 鳴門町三ツ石 

17 有形文化財古文書 紙本墨書天草の乱下知状 撫養町北浜 

18 有形文化財古文書 板東古地図 大麻町板東 

19 有形文化財古文書 板東古地図 大麻町板東 

20 有形文化財古文書 撫養古地図 鳴門町高島 

21 有形文化財古文書 納田古記録 大麻町大谷 

22 有形文化財古文書 瑞龍俗志 撫養町斎田 

23 有形文化財古文書 林崎古地図 撫養町南浜 

24 有形文化財古文書 鳴門戸辺集 瀬戸町北泊 

25 有形文化財古文書 鳴門戸辺集 鳴門町高島 

26 有形文化財古文書 鳴門古地図 瀬戸町北泊 

27 有形文化財古文書 戸辺集 撫養町南浜 

28 有形文化財古文書 北灘古地図 瀬戸町北泊 

29 有形文化財古文書 長谷川貞恒新浜築立証文 撫養町大桑島 

30 有形文化財古文書 足袋縫職請書 大麻町板東 

31 有形文化財歴史資料 わんわん凧（鳴門大凧）ガラス乾板 撫養町大桑島 

32 有形文化財考古資料 極樂寺の線刻阿弥陀如来立像石仏 大麻町桧 

33 史跡 木津城跡 撫養町木津 

34 史跡 土佐泊城跡 鳴門町土佐泊浦 

35 史跡 岡崎城跡 撫養町林崎 

36 史跡 紀貫之の遺跡 鳴門町土佐泊浦 

37 史跡 えびす山 撫養町大桑島 

38 史跡 大谷の藩窯跡 大麻町大谷 

39 史跡 萬七の墓 大麻町大谷 

40 無形民俗文化財 葛城神社のねり 北灘町粟田 

41 無形民俗文化財 松村の神踊り 大麻町松村 

42 無形民俗文化財 わんわん凧（鳴門大凧）の制作・飛

翔技術 

鳴門市 

43 無形民俗文化財 十二神社のねり 里浦町里浦 

44 無形民俗文化財 鳴門市の獅子舞 鳴門市内（12地区） 
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  ■市指定文化財：続き 

 
 種別 名称 所在地 

45 天然記念物 鬼骨寺のイブキ 北灘町折野 

46 天然記念物 極楽寺の大杉 大麻町桧 

47 天然記念物 オニバス 撫養町斎田 

48 天然記念物 オニバス 大麻町姫田 

49 天然記念物 岩つきのウバメガシ 里浦町里浦 

50 天然記念物 市杵島姫神社の大ウバメガシ 撫養町南浜 

51 天然記念物 葛城神社暖地性植物群落 北灘町粟田 

52 天然記念物 長谷寺のオハツキイチョウ 撫養町木津 

53 天然記念物 大麻比古神社のクスノキ 大麻町板東 

54 天然記念物 大谷川のゲンジボタル 大麻町大谷 

55 天然記念物 萩原春日神社のスダジイ林 大麻町萩原 

56 天然記念物 津慈八幡神社のクスノキ 大麻町津慈 

57 天然記念物 大麻山峯神社の大杉（合体木） 大麻町板東 

 

 

 

  ■国登録有形文化財 

国登録有形文化財の状況をみると、本家松浦酒造場長屋門をはじめ、15の文化財が登録さ

れています。 

 

 種別 名称 所在地 

１ 有形文化財（建造物） 本家松浦酒造場長屋門 大麻町池谷 

２ 有形文化財（建造物） 本家松浦酒造場東酒蔵 大麻町池谷 

３ 有形文化財（建造物） 本家松浦酒造場仲酒蔵 大麻町池谷 

４ 有形文化財（建造物） 本家松浦酒造場西酒蔵 大麻町池谷 

５ 有形文化財（建造物） 本家松浦酒造場精米蔵 大麻町池谷 

６ 有形文化財（建造物） 大谷焼元山窯 大麻町大谷 

７ 有形文化財（建造物） 大谷焼森窯登窯 大麻町大谷 

８ 有形文化財（建造物） 大谷焼大西窯登窯 大麻町大谷 

９ 有形文化財（建造物） 大谷焼大西窯石垣 大麻町大谷 

10 有形文化財（建造物） 船本家牧舎 大麻町桧 

11 有形文化財（建造物） 安藝家バラッケ（旧板東俘虜収容所） 大麻町桧 

12 有形文化財（建造物） 柿本家バラッケ（旧板東俘虜収容所） 大麻町桧 

13 有形文化財（建造物） 三井翠松園（旧三井高達別荘） 瀬戸町室 

14 有形文化財（建造物） 近藤家住宅主屋 大麻町板東 

15 有形文化財（建造物） 炭米穀店店舗兼主屋 撫養町南浜 

 

  

資料：鳴門市文化交流推進課 

資料：鳴門市文化交流推進課 
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４ 改定時策定の経過 

 

年月日 内容 

令和２年度 

令和２年 12月 10日 
令和２年度第１回教育振興計画審議会開催 

第二期教育振興計画の改定を教育振興計画審議会へ諮問 

令和３年度  

令和４年１月 14日 令和３年度第１回教育振興計画審議会開催 

令和４年度 

令和４年７月 13日 令和４年度第１回教育振興計画審議会開催 

令和４年 10月 19日 令和４年度第２回教育振興計画審議会開催 

令和４年 11月 25日 令和４年度第３回教育振興計画審議会開催 

令和４年 12月 15日～ 

令和５年１月３日 
パブリックコメント事前周知 

令和５年１月４日 

 ～２月２日 
パブリックコメント募集 

令和５年２月 13日 

令和４年度第４回教育振興計画審議会開催 

第二期鳴門市教育振興計画（令和４年度改定版）（案）を審議会

より答申 

令和５年３月８日 第二期鳴門市教育振興計画（令和４年度改定版）を議決 

令和５年３月９日 第二期鳴門市教育振興計画（令和４年度改定版）を策定 
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５ 諮問・答申 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
鳴教学第 567 号   

令和２年 12月 10 日   
 

鳴門市教育振興計画審議会会長 様 
 

鳴門市教育委員会   
 

 

第二期鳴門市教育振興計画の見直しについて（諮問） 
 
 

本市では、平成 28 年３月に策定した平成 28 年度を初年度とする 10 年間の計画で

ある「第二期鳴門市教育振興計画」に基づき、「ともに学び 育ち合う 共育
きょういく

のまち

鳴門」を基本理念として、本市の教育がめざす人物像及びめざすまちの姿を掲げ、そ

の実現に向けた取組を推進しているところです。 

本計画において、基本方針と個別施策を体系化した「基本計画」については、社会

情勢や教育環境の変化等を考慮し、おおむね５年で計画の見直しを図ることとしてお

り、令和２年度で策定から５年目を迎えております。 

このことから、鳴門市附属機関設置条例（平成 25年条例第２号）に基づき、第二期

鳴門市教育振興計画の見直しについて、貴審議会の意見を求めます。 

 
  令和５年２月 13日  

 
鳴門市教育委員会 様 

 
鳴門市教育振興計画審議会   

会 長  阪根健二   
 

第二期鳴門市教育振興計画の見直しについて（答申） 
 

令和２年 12月 10日付で当審議会に諮問されました第二期鳴門市教育振興計画の 

見直しについて、慎重に審議を重ねた結果、別添のとおり「第二期鳴門市教育振興計

画（令和４年度改定版）(案)」を取りまとめましたので、答申いたします。 

計画の推進にあたっては、基本理念「ともに学び 育ち合う 共育
きょういく

のまち鳴門」の

実現に向けて、下記の事項に留意し、取り組まれますよう要望します。 

 

記 

 

１ 本計画の基本理念、基本目標等については、あらゆる機会を捉えて広く市民に周

知を行い、教育に関する課題や目標を市民と共有し、全市をあげて教育振興を図る

体制づくりに努められたい。 

 

２ 基本理念に基づく諸施策の実施にあたっては、常に事業の優先度を考慮しながら

効率的、重点的、計画的な事業の実施に努めるとともに、施策の効果検証を行い、

適切な時期に見直しを図られたい。 

 

３ 当審議会の審議課程において、各委員から述べられた意見・要望については、計

画の実施段階において十分配慮された上で、教育の振興を図られたい。 
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６ 鳴門市教育振興計画審議会運営要綱 
 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、鳴門市附属機関設置条例（平成 25年鳴門市条例第２号）第 11条の規定に基

づき、鳴門市教育振興計画審議会（以下「審議会」という。）の運営に関して必要な事項を定める

ものとする。 

 

 （会長及び副会長） 

第２条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

 

 （会議） 

第３条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議は、会長が議長となる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。 

４ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 

 （関係者の出席等） 

第４条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求め、意見又は資料の

提出を求めることができる。 

 

 （会議の公開等） 

第５条 会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に、当該会議の傍聴を認めることにより行うもの

とする。 

 

 （庶務） 

第６条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課において行う。 

 

 （委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定

める。 

 

附 則 

この要綱は、平成 26年 10 月 15日から施行する。 
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７ 鳴門市教育振興計画審議会委員一覧 
 

＜50音順 敬称略 令和２年 12月 10日～令和５年２月 13日＞ 

 氏名 所属・役職 備考 

１ 大 岩   賢 鳴門市スポーツ協会会長  

２ 

尾 﨑 哲 也 

（福 山 正 史） 

（先 田 仁 美） 

鳴門市幼小中 PTA連合会小学校部会会長  

３ 

蟹 江 美 子 

（小 田 哲 士） 

（三 居 誠） 

鳴門市幼小中 PTA連合会中学校部会会長  

４ 

樺 山 賢太郎 

（江 本 満） 

（中 津 洋 久） 

鳴門市幼小中 PTA連合会会長  

５ 木 下  覺 鳴門市文化財保護審議会  

６ 木 村 直 子 鳴門教育大学大学院准教授  

７ 日 下 正 幸 鳴門市公民館連絡協議会会長  

８ 
酒 井 美 里 

（佐々木 宏樹） 
鳴門市保育所保護者会連合会会長  

９ 阪 根 健 二 鳴門教育大学大学院特命教授 会長 

10 
島 田 茂 仁 

（鍋 島 治 秀） 
鳴門市人権教育推進協議会会長  

11 

田 渕 博 巳 

（惣 田 麻 未） 

（十 河 拓 也） 

鳴門市幼小中 PTA連合会幼稚園部会会長  

12 西 川    寛 鳴門市民生委員児童委員協議会  

13 板 東 美佐子 公募委員  

14 益 岡 道 義 鳴門市自治振興連合会会長  

15 矢 野 壽美子 鳴門市婦人連合会会長  

16 山 本 哲 生 前四国大学教授 副会長 

※（  ）内は所属団体の役員改選等により交代した前任者 
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８ パブリックコメント結果 

 

（１）募集結果 
 

① 募集期間 
令和５年１月４日（水）から令和５年２月２日（木） 

 

② 意見等提出者数 
 ２人 

 

③ 提出件数 
 ２３件 

 

④ 提出方法内訳 
郵便 ０通、ＦＡＸ ０通、Ｅ-ｍａｉｌ ５通、直接持参 ５通 

 

⑤ 意見等の反映状況 

 

項目 件数 

Ａ 意見等を計画等に反映するもの １件 

Ｂ 意見等が既に反映されているもの ５件 

Ｃ 意見等を今後の参考とするもの 16件 

Ｄ 意見等を反映する見込みのないもの １件 

 

 

 

（２）意見等の分類 

 
項    目 件  数 

第２章「本市の教育の現状」 １件 

第３章１「基本理念」 １件 

３「基本目標」 １件 

第４章１「自ら学ぶ力を育む教育の推進」 ４件 

２「おもいやりの心を育む教育の推進」 ２件 

３「健やかな身体を育む教育の推進」」 ２件 

４「郷土愛を育む教育の推進」 １件 

５「まちぐるみの教育の推進」 ２件 

６「これからの時代に対応する教育の推進」 １件 

  

 その他具体的な課題及び取組に関する意見 ８件 
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